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来
年
11
月
20
・
21
日
に
開
催
さ
れ
る
「
第
39

回　

法
人
会
全
国
青
年
の
集
い
山
梨
大
会
」（
以

下
、「
青
年
の
集
い
」）
の
大
会
実
行
委
員
長
を

務
め
ま
す
中
沢
で
す
。

　

前
号
（
４
月
号
）
で
、
大
会
会
長
を
務
め
る

大
木
会
長
の
記
事
に
も
あ
り
ま
す
通
り
、「
青

年
の
集
い
」
は
毎
年
１
回
、
全
国
の
青
年
部
会

員
約
２
，
０
０
０
人
が
集
ま
り
、
地
域
社
会
に

対
す
る
活
動
や
租
税
教
育
を
中
心
テ
ー
マ
に
、

情
報
交
換
や
研
鑽
の
場
と
し
て
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

山
梨
大
会
に
む
け
て
、
昨
年
９
月
に
実
行

委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
甲
府
法
人
会
青
年
部

会
を
含
む
、
県
内
の
４
法
人
会
青
年
部
会
が

一
丸
と
な
っ
て
準
備
を
進
め
て
お
り
、
こ
れ

ま
で
４
回
の
実
行
委
員
会
を
行
っ
て
日
程
や

場
所
、
大
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
大
会
シ
ン
ボ
ル

マ
ー
ク
な
ど
を
協
議
し
て
き
ま
し
た
。
さ

ら
に
大
会
運
営
に
か
か
る
業
務
に
つ
い
て
、 

８
つ
の
委
員
会
を
作
り
、
各
青
年
部
会
へ
担

当
を
振
り
分
け
、
現
在
は
個
別
の
委
員
会
で

細
部
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

な
か
で
も
甲
府
法
人
会
青
年
部
会
は
「
総
務

委
員
会
」、「
広
報
委
員
会
」、「
租
税
教
育
・
健

康
経
営
プ
レ
ゼ
ン
担
当
委
員
会
」、「
式
典
・
記

念
講
演
会
担
当
委
員
会
」
の
４
つ
の
委
員
会
を

担
当
し
ま
す
。
ま
た
、
来
年
の
山
梨
大
会
の
運

営
に
関
す
る
準
備
を
進
め
る
中
、
今
年
の
「
青

年
の
集
い
」
が
、
11
月
７
日
・
８
日
に
福
井
県

で
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
こ
で
次
年
度
開
催

地
で
あ
る
山
梨
県
の
Ｐ
Ｒ
の
準
備
が
最
初
の
活

動
と
な
り
ま
す
。
県
内
の
４
つ
青
年
部
会
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
所
で
Ｐ
Ｒ
動
画
の
撮
影

を
行
い
、
山
梨
大
会
に
お
招
き
す
る
準
備
を
し

て
い
ま
す
。

　
来
年
、全
国
か
ら
多
く
の
青
年
部
会
員
の
方
々

に
山
梨
の
地
を
訪
れ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
精
一

杯
の
Ｐ
Ｒ
を
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
準
備
に
お
い
て
、
様
々
な
ハ
ー

ド
ル
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
親
会
の
役
員
の

皆
様
や
、
会
員
企
業
の
皆
様
方
の
ご
協
力
を
お

願
い
す
る
と
と
も
に
、
６
年
前
に
「
全
国
女
性

フ
ォ
ー
ラ
ム
山
梨
大
会
」
を
大
成
功
に
導
き
ま

し
た
女
性
部
会
の
皆
様
か
ら
〝
お
も
て
な
し
の

心
〟
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
、
大
会
の
成
功
に

む
け
て
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
有
限
会
社
中
沢
実
業　

専
務
取
締
役
）

《
大
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
》

　

人
は
石
垣
　
人
は
城
　

　
　
～
光
り
輝
く
未
来
の
た
め
に
～

　

戦
国
時
代
、郷
土
の
英
雄
『
武
田
信
玄
』
は
、

｢

人
は
城 

人
は
石
垣 

人
は
堀 

情
け
は
味
方 

仇

は
敵
な
り｣

と
、
立
派
な
城
な
ど
よ
り
大
切
な

も
の
は
〝
人
〟
で
あ
り
、
絆
で
あ
る
と
詠
み
ま

し
た
。

　

名
峰
富
士
の
も
と
、
全
国
か
ら
集
う
仲
間
が

「
絆
」
と
「
助
け
合
い
」
の
心
で
、各
単
位
法
人
会・

県
連
に
法
人
会
活
動
の
城
を
築
き
、
全
国
の
法
人

会
の
活
動
が
輝
く
こ
と
で
、
地
域
や
国
の
将
来
を

担
う
子
供
た
ち
の
光
り
輝
く
未
来
に
つ
な
が
る
大

会
に
な
る
様
、
願
い
を
込
め
て
お
り
ま
す
。

《
大
会
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
》

　

山
梨
県
の
最
大
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
富
士
山

を｢

人｣

と｢

城｣

に
見
立
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
武
田
家
の
家
紋
で
あ
る
４
つ
の
菱
形
を｢

石

垣｣

に
見
立
て
、
山
梨
県
内
４
単
位
会
を
表
現

し
て
い
ま
す
。
青
年
部
会
が
次
世
代
を
担
う
子

供
た
ち
の
た
め
に
、
光
り
輝
く
活
動
を
行
え
る

よ
う
、富
士
山
の
上
に
星
を
配
置
し
て
い
ま
す
。

中
沢　

雄
一

来
年
の「
法
人
会
全
国
青
年
の
集
い

山
梨
大
会
」に
む
け
て

公
益
社
団
法
人
甲
府
法
人
会　

青
年
部
会　

副
部
会
長

（「
第
39
回
法
人
会
全
国
青
年
の
集
い
山
梨
大
会
」
実
行
委
員
長
）

（山梨大会ＰＲ動画撮影シーン）
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本
総
会
は
関
会
長
の
挨
拶
の
後
、
第
42
回

理
事
会
決
議
を
経
て
上
程
さ
れ
た
議
案
の

審
議
を
行
い
、
令
和
５
年
度
決
算
、
役
員
補

選
の
議
案
が
審
議
さ
れ
、
満
場
一
致
に
て
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

　

令
和
６
年
度
も
、「
税
知
識
の
普
及
・
啓

発
活
動
」
の
拡
大
、
社
会
貢
献
事
業
な
ど
に

一
層
力
を
入
れ
て
い
く
こ
と
な
ど
を
確
認

し
ま
し
た
。

　

定
時
総
会
後
の
表
彰
式
で
は
、
当
会
に
永

年
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
た
役
員
等
に
対
す

る
表
彰
を
行
い
ま
し
た
。

本
年
度
総
会
に
お
い
て
表
彰
を
受
け
た
方
々

功
労
者
表
彰
受
彰
者	

※
敬
称
略

理
　
　
事	

（
敷
島
支
部	

支
部
長
）

雨
宮　

恵
美	

㈲
雨
宮
オ
ー
ト

	

ボ
デ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス

	

理
　
　
事	

（
女
性
部
会	

部
会
長
）

飯
島　

明
美	

㈱
入
兆

	

会
員
増
強
表
彰

ソ
ン
キ
ヤ
・
ナ
ビ
ン	

㈱
世
界
貿
易

保
坂　

康
仁	

Ａ
Ｉ
Ｇ
損
害
保
険
㈱

本
年
度
総
会
に
お
い
て
新
た
に
役
員
に
選
任

さ
れ
た
方

理
　
　
事

鈴
木　

利
洋	

㈱
山
梨
文
化
会
館

第
14
回
定
時
総
会
を
開
催

　

５
月
21
日
、
ア
ピ
オ
甲
府
に
お
い
て
、
第
14
回
定
時
総
会
を
開
催
し
、
会
員
企
業

１
０
２
社
が
出
席
し
ま
し
た
。

あいさつする関会長

あいさつする飯島女性部会長

あいさつする大木青年部会長女性部会・青年部会 合同懇親会

租
税
教
育
活
動
を
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
承
認

女
性
部
会
・
青
年
部
会
の
定
時
総
会
を
開
催

　

５
月
14
日
、
女
性
部
会
及
び
青
年
部
会
の

第
14
回
定
時
総
会
を
古
名
屋
ホ
テ
ル
に
お
い

て
開
催
し
ま
し
た
。
甲
府
税
務
署
の
穴
澤
署

長
を
は
じ
め
と
す
る
幹
部
職
員
の
皆
様
、
親

会
か
ら
関
会
長
と
近
藤
副
会
長
に
ご
出
席
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

女
性
部
会
及
び
青
年
部
会
と
も
に
、
令
和

５
年
度
の
事
業
報
告
と
令
和
６
年
度
の
事
業

計
画
が
満
場
一
致
に
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

両
部
会
と
も
に
、
承
認
さ
れ
た
事
業
計
画

に
沿
っ
て
、
特
に
租
税
教
育
活
動
に
注
力
し

て
活
動
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
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残
暑
の
候
、
公
益
社
団
法
人
甲
府
法
人

会
の
皆
様
に
は
、
ま
す
ま
す
御
清
栄
の
こ
と

と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
度
の
人
事
異
動
で
甲
府
税
務
署
長
を

拝
命
し
、
東
京
国
税
局
調
査
第
二
部
次
長
か

ら
転
任
し
て
参
り
ま
し
た
轟
で
ご
ざ
い
ま
す
。

前
任
の
穴
澤
同
様
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

関
会
長
を
は
じ
め
甲
府
法
人
会
の
皆
様
に

は
、
平
素
か
ら
円
滑
な
税
務
行
政
の
運
営
に

格
別
の
御
理
解
と
御
協
力
、
御
支
援
を
賜

り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

甲
府
法
人
会
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
企
業
の

発
展
を
支
援
し
、
地
域
の
振
興
に
寄
与
し
、

国
と
社
会
の
繁
栄
に
貢
献
す
る
経
営
者
の
団

体
」
と
い
う
理
念
の
下
、
税
の
啓
発
、
税
知

識
の
普
及
を
目
的
と
し
た
各
種
研
修
会
の
開

催
や
小
学
校
で
の
租
税
教
室
へ
の
講
師
派
遣
、

税
に
関
す
る
習
字
展
、
税
に
関
す
る
絵
は
が

き
コ
ン
ク
ー
ル
の
作
品
募
集
、
親
子
で
学
ぶ
税

金
教
室
な
ど
、
次
の
世
代
を
担
う
子
供
達
へ

の
租
税
教
育
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、「
企
業
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

向
上
の
た
め
の
自
主
点
検
チ
ェッ
ク
シ
ー
ト
」

の
活
用
の
呼
び
か
け
な
ど
、
適
正
な
申
告
納

税
制
度
の
実
現
に
向
け
た
各
種
の
事
業
を

展
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
社
会
福
祉
施
設
へ

の
タ
オ
ル
等
の
寄
贈
や
「
富
士
山
ク
リ
ー
ン

作
戦
」
の
参
加
な
ど
、
社
会
貢
献
活
動
も

積
極
的
に
実
施
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
皆
様
の

こ
う
い
っ
た
活
動
は
、
私
ど
も
税
務
行
政
に

携
わ
る
者
と
し
て
大
変
心
強
く
感
じ
ま
す

と
と
も
に
、
関
会
長
を
は
じ
め
会
員
の
皆
様

の
熱
意
に
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ

り
ま
す
。

私
ど
も
は
、
こ
の
よ
う
な
甲
府
法
人
会
の

活
動
に
対
し
ま
し
て
、
引
き
続
き
相
互
の
信

頼
関
係
、
連
携
を
大
切
に
し
、
緊
密
な
協
調

関
係
を
維
持
し
つ
つ
、
皆
様
の
活
動
の一
助
と

な
れ
ま
す
よ
う
、
各
種
研
修
会
へ
の
講
師
派

遣
な
ど
、
で
き
る
限
り
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て

い
た
だ
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
令
和
５
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
開

始
し
た
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
に
よ
る
給
与
情

報
の
自
動
入
力
に
つ
き
ま
し
て
は
、
会
員
の

皆
様
へ
の
制
度
周
知
及
び
源
泉
徴
収
票
のｅ–

Ｔａｘ
提
出
依
頼
に
御
協
力
を
い
た
だ
き
感
謝

を
申
し
上
げ
ま
す
。
制
度
の
定
着
ひ
い
て
は

納
税
者
の
利
便
性
の
向
上
の
た
め
、
今
後
と

も
お
力
添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

国
税
当
局
に
お
い
て
は
、
納
税
者
利
便
の

向
上
や
税
務
行
政
全
体
の
効
率
化
に
加
え
、

社
会
全
体
の
Ｄ
Ｘ
推
進
へ
の
貢
献
も
図
る
観

点
か
ら
、
税
務
行
政
の
Ｄ
Ｘ
の
更
な
る
推
進

に
取
り
組
ん
で
お
り
、
令
和
６
年
１
月
か
ら

電
子
取
引
に
関
す
る
デ
ー
タ
保
存
の
完
全
義

務
化
が
開
始
し
た
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
へ

の
対
応
な
ど
、
甲
府
法
人
会
の
皆
様
方
と
の

連
携
・
協
力
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

甲
府
法
人
会
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
引
き
続
き
各
税
目
のｅ–

Ｔａｘ
の
利
用

を
は
じ
め
、
法
人
税
の
Ａ
Ｌ
Ｌ	

ｅ
ー
Ｔａｘ
や

年
末
調
整
手
続
の
電
子
化
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

納
付
、
そ
の
他
会
計
・
税
務
の
デ
ジ
タ
ル
化

を
含
め
た
様
々
な
側
面
か
ら
の
業
務
の
デ
ジ
タ

ル
化
促
進
に
御
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
公
益
社
団
法
人

甲
府
法
人
会
の
益
々
の
御
発
展
と
、
会
員
の

皆
様
の
御
健
勝
並
び
に
御
事
業
の
御
繁
栄
を

心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
着
任
の
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

新　メ　ン　バ　ー 旧　メ　ン　バ　ー

官 　 　 職 氏　名 前　任　署　等 氏　名 転　任　先　等

署 　 長 轟
トドロキ

　 　 智
チ ハ ル

春 東京国税局 
調査第二部　次長 穴 澤 　 　 靖 ご　退　職

副 署 長 稲
イ ナ ダ

田 統
ノ リ ユ キ

由 起 （ 留 任 ） 　 稲 田 統 由 起 （ 留 任 ） 　

法 人 １ 統 括 官 大
オ オ ヤ マ

山 千
チ ナ ミ

奈 美 大月税務署法人課税第１部門 
統括国税調査官 中 島 　 幹 夫

神田税務署　法人課税第１
部門　統括国税調査官

法 人 ２ 統 括 官 鎌
カ マ タ

田 　 　 晃
アキラ

（ 留 任 ） 　 鎌 田 　 　 晃 （ 留 任 ） 　

法 人 審 理 担 当 中
ナ カ オ カ

岡 　 　 泰
ヤスシ 甲府税務署　法人課税第

６部門　上席国税調査官 吉 野 　 　 鎮 山梨税務署　法人課税部門 
上席国税調査官

源 泉 審 理 担 当 宮
ミ ヤ サ カ

坂 　 蓉
ヨ ウ コ

子 甲府税務署　法人課税第１
部門　国税調査官 津 田 　 伸 介 渋谷税務署　特別国税調査官 ( 源

泉所得税担当 )　上席国税調査官

令和６事務年度・法人系統職員新旧対照表　　　　　　　　　　　　　　（令和６年７月１０日）

着
任
の
御
挨
拶

甲
府
税
務
署
長

轟　
　

智
春



─ 4 ─

青
年
部
会
・
女
性
部
会
員
が
管
内
８
小
学
校

青
年
部
会
・
女
性
部
会
員
が
管
内
８
小
学
校

に
お
い
て
「
税
金
教
室
」
を
開
催

に
お
い
て
「
税
金
教
室
」
を
開
催

韮崎市立韮崎北東小学校

※7月１７日（水）の中央市立三村小学校においては、関会長も税金教室を見学されました。

甲斐市立竜王南小学校

北杜市立明野小学校

韮崎市立韮崎北東小学校

韮崎市立韮崎小学校

南アルプス市立大明小学校

南アルプス市立櫛形西小学校

韮崎市立韮崎小学校

甲府市立北新小学校 中央市立三村小学校 中央市立三村小学校

青年部会・女性部会が実施した「税金教室」
実施日 学　校　名 講　　師

５月２０日（月） 韮崎市立韮崎北東小学校
講師：大木賢太郎 氏、日原孝樹 氏

講師：中沢雄一 氏、遠藤宗和 氏

６月　６日（木） 南アルプス市立櫛形西小学校　 講師：雨宮恵美 氏、永井理恵 氏

６月１４日（金） 甲斐市立竜王南小学校 講師：雨宮恵美 氏、武藤嘉世 氏

６月１７日（月） 韮崎市立韮崎小学校
講師：日原孝樹 氏、細田和宏 氏

講師：竹野幹男 氏

６月１８日（火） 北杜市立明野小学校 講師：遠藤宗和 氏、前田大治郎 氏

６月１９日（水） 南アルプス市立大明小学校 講師：内藤誠子 氏、永井理恵 氏

６月２０日（木） 甲府市立北新小学校 講師：鮫田光一 氏、長澤　修 氏

７月１７日（水） 中央市立三村小学校
講師：飯島朱美 氏、秋山加代子 氏、武藤嘉世 氏

講師：大木賢太郎 氏、丸茂正樹 氏
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６
月
11
日
、
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

向
上
の
た
め
に
作
成
し
た
「
法
人
会
自
主

点
検
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
の
解
説
と
、	

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
お
問
合
せ
の
多
い	

Ｑ
＆
Ａ
、ま
た
、６
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
「
定

額
減
税
」
に
つ
い
て
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
し
た
。
４
名
の
会
場
参
加
と
18
名
の

オ
ン
ラ
イ
ン
視
聴
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

講
師
は
甲
府
税
務
署
の
吉
野
上
席
調
査

官
と
津
田
上
席
調
査
官
が
務
め
、
具
体
例

を
提
示
し
な
が
ら
、
分
か
り
や
す
く
説
明

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

再任された
髙村青年部会長

NHKからの取材を受けたセミナーの様子

源
泉
部
会
講
習
会
は
、
６
月
３
日
に
甲

府
会
場
、
６
日
に
韮
崎
会
場
の
第
１
回
を

開
催
し
ま
し
た
。
両
会
場
と
も
初
級
講
座

と
上
級
講
座
を
行
い
来
年
１
月
ま
で
の
全

６
回
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

開
講
式
で
は
佐
々
木
源
泉
部
会
長
と
内

田
副
部
会
長
と
久
武
世
話
人
か
ら
挨
拶
を

行
い
、
講
習
会
講
師
は
甲
府
税
務
署
源
泉

所
得
税
担
当
の
津
田
上
席
調
査
官
が
務
め

ま
し
た
。

本
講
習
会
は
研
修
内
容
に
よ
り
、
受
講

し
た
い
内
容
の
日
程
だ
け
の
ご
参
加
も
可

能
で
す
。
多
く
の
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

源
泉
部
会
講
習
会
「
カ
ン
タ
ン
解

源
泉
部
会
講
習
会
「
カ
ン
タ
ン
解

説
！
源
泉
所
得
税
の
基
本
と
実
務

説
！
源
泉
所
得
税
の
基
本
と
実
務

テ
ク
ニ
ッ
ク
」
が
ス
タ
ー
ト

テ
ク
ニ
ッ
ク
」
が
ス
タ
ー
ト

令和 6 年度 源泉部会講習会 今度の講習要項 （ 初級講座 ）
月　日 研　修　項　目 研　修　内　容

第 3 回 甲府会場　９月１１日（水）
韮崎会場　９月１２日（木）

特殊な給与・現物給与の
取り扱い

○課税・非課税となる給与
○各種手当・物品支給・経済的利益

年末調整の電子化 ○年末調整の電子化のメリット等

第４回 甲府会場１０月　９日（水）
韮崎会場１０月　８日（火）

年末調整事務
【初心者向け基礎講座】

○年末調整のしかた（概要解説及び問題演習）
○年末調整の電子化

第５回 甲府会場１０月３０日（水）
韮崎会場１０月２９日（火）

年末調整事務（各種用紙配布）
※初級講座・上級講座　合同開催

○年末調整のしかた　○法定調書の作成と提出
○給与支払報告書の書き方と提出

第６回 甲府会場　１月　９日（木）
韮崎会場　１月　８日（水）

給与所得者の確定申告
※初級講座・上級講座合同開催

○年末調整で受けることができない控除
（医療費控除・住宅借入金等特別控除 (1 年目 ) 等）
○給与所得者で確定申告が必要となる場合

（給与以外に収入があるとき）

 （ 上級講座 ）
月　日 研　修　項　目 研　修　内　容

第 3 回 甲府会場　９月１１日（水）
韮崎会場　９月１２日（木）

特殊な給与・現物給与の取り扱い
○課税・非課税となる給与
○各種手当・物品支給・経済的利益
○誤り易い事例

年末調整の電子化 ○年末調整の電子化のメリット等

第４回 甲府会場１０月　９日（水）
韮崎会場１０月　８日（火）報酬・料金の源泉徴収事務

○給与所得と事業所得の区分
○課税となる報酬・料金等の範囲
○問題演習

第５回 甲府会場１０月３０日（水）
韮崎会場１０月２９日（火）

年末調整等事務（各種用紙配布）
※初級講座・上級講座合同開催

○年末調整のしかた　○法定調書の作成と提出
○給与支払報告書の作成の提出

第６回 甲府会場　１月　９日（木）
韮崎会場　１月　８日（水）

給与所得者の確定申告
※初級講座・上級講座合同開催

○年末調整で受けることができない控除
（医療費控除・住宅借入金等特別控除 (1 年目 ) 等）
○給与所得者で確定申告が必要となる場合

（給与以外に収入があるとき）

「
間
違
え
や
す
い
税
務
手
続
き

「
間
違
え
や
す
い
税
務
手
続
き

の
ポ
イ
ン
ト
」
セ
ミ
ナ
ー
を

の
ポ
イ
ン
ト
」
セ
ミ
ナ
ー
を  

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
開
催

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
開
催
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プロ選手と対決 サイン会

ドリブルを学ぶ児童 税金教室の講師を務めたプロ選手

税金クイズに答える児童

７
月
７
日
、
甲
斐
市
敷
島
体
育
館
に
お
い

て
「
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
・
税
金
教
室
」

を
５
年
ぶ
り
に
開
催
し
、
山
梨
県
内
の
ミ
ニ

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
に
所
属
す
る
児

童
４
７
名
と
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
女
子
Ｗ

リ
ー
グ
山
梨
ク
ィ
ー
ン
ビ
ー
ズ
（
以
下
：
山

梨
Ｑ
Ｂ
）
の
プ
ロ
選
手
14
名
が
参
加
し
ま
し

た
。こ

の
活
動
は
、
租
税
教
育
活
動
と
社
会
貢

献
活
動
の
一
環
と
し
て
県
内
４
法
人
会
共
催

で
開
催
し
ま
し
た
。
当
日
の
運
営
に
は
、
甲

府
法
人
会
青
年
部
会
か
ら
も
部
会
員
４
名
が

参
加
し
協
力
し
ま
し
た
。

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
教
室
に
入
る
前
に
、

税
の
啓
発
活
動
と
し
て
ク
イ
ズ
形
式
に
よ
る

『
税
金
教
室
』
を
行
い
、
講
師
は
山
梨
Ｑ
Ｂ
の

選
手
が
務
め
る
な
ど
、
会
場
に
集
っ
た
全
員

が
税
金
に
つ
い
て
楽
し
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
教
室
で
は
、
山
梨

Ｑ
Ｂ
の
選
手
の
華
麗
な
プ
レ
ー
の
見
学
や
技

術
指
導
の
ほ
か
、
児
童
と
プ
ロ
選
手
の
ミ
ニ

ゲ
ー
ム
も
行
い
、
会
場
は
大
変
盛
り
上
が
り

ま
し
た
。
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７
月
18
日
、
甲
府
法
人
会
と
山
梨
県
法
人

会
連
合
会
は
、
定
時
総
会
の
出
席
者
な
ど
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
タ
オ
ル
、
石
け
ん
、
テ
ィ
ッ

シ
ュ
、
使
用
済
み
切
手
な
ど
の
品
々
を
、	

山
梨
県
と
山
梨
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
寄
贈

し
ま
し
た
。

寄
贈
式
で
は
、
関
会
長
か
ら
山
梨
県
子
育

て
支
援
局
の
小
澤
次
長
、
山
梨
県
社
会
福
祉

協
議
会
の
小
澤
常
務
理
事
に
、
そ
れ
ぞ
れ
お

渡
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
品
々
は
、
山
梨
県

と
山
梨
県
社
会
福
祉
協
議
会
を
通
じ
て
、
県

内
の
福
祉
施
設
な
ど
に
贈
ら
れ
ま
す
。

今
年
度
も
、
引
き
続
き
寄
贈
活
動
を
は
じ

め
と
し
た
社
会
貢
献
活
動
を
行
っ
て
ま
い
り

ま
す
。

会
員
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
タ
オ
ル
等
を
寄
贈

会
員
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
タ
オ
ル
等
を
寄
贈

社
会
貢
献
活
動

山梨県への寄贈 山梨県社会福祉協議会への寄贈

寄せられた品々

タオル類 500 枚

石けん類 88 個

箱ティッシュ 80 箱

使用済み切手 10.5kg

未使用切手 60 枚

未使用テレホンカード ７枚

４
月
18
日
、「
第
18
回
法
人
会
全
国
女
性

フ
ォ
ー
ラ
ム
広
島
大
会
」
が
広
島
市
の
広

島
グ
リ
ー
ン
ア
リ
ー
ナ
（
広
島
県
立
総
合

体
育
館
）
に
お
い
て
「
２
０
２
４	

Ｈ
Ｉ
Ｒ

Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ａ	

今
、
み
つ
め
な
お
そ
う
！

～
多
島
美
の
瀬
戸
・
豊
か
な
里
山
か
ら
～
」

を
大
会
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
開
催
さ
れ
、

甲
府
法
人
会
女
性
部
会
か
ら
７
名
が
参
加

し
ま
し
た
。

広
島
交
響
楽
団
の
桂
冠
指
揮
者
で
、

N
H
K
交
響
楽
団
の
正
指
揮
者
で
も
あ
る

下
野
竜
也
氏
を
講
師
に
迎
え
「
音
楽
・
師
と

の
出
会
い
～
今
、
我
々
に
求
め
ら
れ
る
こ
と

～
」
を
テ
ー
マ
に
記
念
講
演
が
行
わ
れ
ま
し

た
。大

会
前
段
の
情
報
交
換
会
で
は
、「
食
品

ロ
ス
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
」を
テ
ー
マ
に
、

日
本
の
食
品
ロ
ス
問
題
の
第
一
人
者
で
あ
る

井
出
留
美
氏
に
よ
る
講
演
会
が
開
催
さ
れ
、

そ
の
後
、全
国
各
地
の
女
性
部
会
長
ら
が「
食

品
ロ
ス
」
を
減
ら
す
た
め
に
、
法
人
会
女
性

部
会
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
取
組
み
が
で
き

る
の
か
、活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
、
全
国
の
小
学
生
を
対
象
と
し
た

「
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」
の

優
秀
作
品
の
展
示
や
、
広
島
県
の
特
産
品
物

産
展
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

大会式典山梨県内4単位からの参加者の皆様

法
人
会
全
国
女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
広
島
大
会
）

法
人
会
全
国
女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
広
島
大
会
）



─ 8 ─

事
業
継
続
力
強
化
計
画 

認
定
制
度
が
誕
生
し
た
背
景

Ｂ
Ｃ
Ｐ
は
、B

u
s

in
e

s
s

 C
o

n
tin

u
ity 

P
la

n

（
事
業
継
続
計
画
）
の
略
語
で
、
災
害
や

危
機
的
な
状
況
が
発
生
し
た
場
合
に
、
企
業
が

事
業
を
継
続
す
る
た
め
の
計
画
で
す
。

中
小
企
業
庁
で
は
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
の
推
進
を

行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
策
定
率
は
約
15
％

程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

理
由
と
し
て
は
、「
何
か
ら
始
め
れ
ば
良
い

か
分
か
ら
な
い
」「
人
手
不
足
」「
複
雑
と
感
じ
、

取
り
組
む
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
」
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。

そ
こ
で
事
業
継
続
の
有
識
者
で
構
成
さ
れ
た

「
中
小
企
業
強
靭
化
研
究
会
」
が
中
小
企
業
庁
主

導
で
発
足
し
、
中
小
企
業
の
事
業
継
続
力
強
化

に
つ
い
て
議
論
さ
れ
、「
事
業
継
続
力
強
化
計
画
」

認
定
制
度
が
２
０
１
９
年
7
月
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。

事
業
継
続
力
強
化
計
画
と
は

「
事
業
継
続
力
強
化
計
画
」
で
す
が
国
の
正
式

な
略
称
で
「
ジ
ギ
ョ
ケ
イ
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

中
小
企
業
が
自
社
の
災
害
リ
ス
ク
等
を
認
識
し
、

防
災
・
減
災
対
策
の
第
一
歩
と
し
て
取
り
組
む

た
め
に
、
必
要
な
項
目
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
、

将
来
的
に
行
う
災
害
対
策
な
ど
を
記
載
す
る
も

の
で
す
。
策
定
し
た
計
画
を
経
済
産
業
大
臣
が

認
定
し
、
認
定
を
受
け
た
中
小
企
業
は
、
防
災
・

減
災
設
備
に
対
す
る
税
制
措
置
、
低
利
融
資
、

補
助
金
の
加
点
措
置
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

な
り
わ
い
再
建
支
援
補
助
金
と
受
給
要
件

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
お
い
て
被
災
事

業
者
の
事
業
再
建
支
援
と
し
て
「
な
り
わ
い
再

建
支
援
補
助
金
」
制
度
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。

「
な
り
わ
い
再
建
支
援
補
助
金
」
は
、
国
と
自
治

体
が
財
源
を
拠
出
す
る
補
助
金
で
、
特
に
被
害

が
大
き
い
自
然
災
害
が
発
生
し
た
際
に
措
置
さ

れ
、
申
請
し
た
事
業
者
の
施
設
・
設
備
等
の
復

旧
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

ま
た
、
中
小
企
業
で
は
復
旧
費
用
の
３
／
４

（
中
堅
企
業
は
１
／
２
）
が
補
助
さ
れ
、
補
助
上

限
は
15
億
円
以
内
と
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
補
助
金
を
受
給
す
る
た
め
の

要
件
と
し
て
、
事
業
継
続
力
強
化
計
画
の
認
定

取
得
が
必
須
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ジ
ギ
ョ
ケ
イ
は
Ｂ
Ｃ
Ｐ
よ
り
も
取
り
組
み
や

す
く
、
す
で
に
全
国
で
7
万
社
の
企
業
が
認
定

を
取
得
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
山
梨
県
内
の
認
定
企
業
数

は
５
０
６
社
で
、
甲
府
法
人
会
の
会
員
企
業
で

は
認
定
企
業
数
１
１
５
社
、認
定
割
合
は
４
．１
％

に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。

今
後
の
大
災
害
に
備
え
、
防
災
・
減
災
の
事

前
対
策
の
見
直
し
と
、
補
助
金
を
受
給
で
き
る

状
態
に
し
て
お
く
こ
と
は
事
業
継
続
の
観
点
か

ら
も
会
員
企
業
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
こ
と

で
す
。

法
人
会
制
度
商
品
の
受
託
保
険
会
社
で
あ
る

Ａ
Ｉ
Ｇ
損
害
保
険
で
は
こ
の
国
の
要
請
に
基
づ

き
、
ジ
ギ
ョ
ケ
イ
の
認
定
サ
ポ
ー
ト
と
リ
ス
ク

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
や
地
震
や
水
害
が
発
生
し

た
際
の
資
金
対
策
の
ご
案
内
を
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
是
非
と
も
こ
の
機
会
に
認
定
取
得
サ
ポ
ー

ト
の
相
談
を
お
勧
め
し
ま
す
。

相
談
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
回
の
広
報
誌
に

同
封
さ
れ
て
い
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
事
務
局
へ
返

信
さ
れ
る
か
、
直
接
Ａ
Ｉ
Ｇ
損
保
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

７
月
３
日
と
10
日
の
早
朝
に
、
小
瀬
ス

ポ
ー
ツ
公
園
に
お
い
て
青
年
部
会
員
に
よ

る
「
ゴ
ミ
拾
い
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」
を
行
い

ま
し
た
。

こ
の
活
動
は
青
年
部
会
が
取
り
組
ん
で

い
る
「
財
政
健
全
化
の
た
め
の
健
康
経
営

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
一
環
と
し
て
、
公
園

内
の
ゴ
ミ
を
拾
い
な
が
ら
約
１
時
間
の

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
で
汗
を
流
し
ま
し
た
。

青
年
部
会

健
康
経
営
活
動

お問合せ先 ＡＩＧ損害保険株式会社　山梨支店　　担当：西須（さいす）
 TEL　055-228-6311　FAX　055-233-5323

「ジギョケイ」の認定はお済でしょうか？
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（
令
和
６
年
４
月
実
施
）

　

回
答
総
数　

７
２
６
社

　　　

甲
府
法
人
会
お
よ
び
山
梨
県
法
人

会
連
合
会
で
は
、
本
年
４
月
に
「
税

制
改
正
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」

を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
は
全
会
員
企
業
を
対
象
に
実

施
し
、
本
年
は
７
２
６
社
の
会
員
企

業
の
皆
様
か
ら
ご
回
答
を
い
た
だ
き
、

当
会
の
「
令
和
７
年
度
税
制
改
正
に

関
す
る
提
言
」
の
参
考
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ご
協
力
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

中
小
企
業
向
け
税
制 

令
和
７
年
度
税
制
改
正
を
検
討
す
る
に
あ

た
り
、中
小
企
業
向
け
の
税
制（
法
人
税
関

係
）で
特
に
重
視
す
べ
き
点
に
つ
い
て
、以

下
よ
り
３
つ
以
内
で
選
ん
で
下
さ
い
。

 

消
費
税
／
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
① 

令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら「
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
」が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。イ
ン
ボ
イ
ス

を
交
付
す
る
た
め
に
は「
適
格
請
求
書
発

行
事
業
者
」の
登
録
申
請
が
必
要
と
な
り

ま
す
が
、あ
な
た
の
会
社
に
お
け
る
登
録

申
請
状
況
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

令
和
７
年
度

税
制
改
正
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果	

Q1

Q3

① ② ③ ④ ⑤ 合計
289 194 133 40 26 682

①
法
人
税
の
軽
減
税
率
の
特
例（
15
％
）の
本
則
化
等

②
設
備
投
資・研
究
開
発
を
促
進
す
る
税
制
の
拡
充

③
雇
用
拡
大・賃
金
引
上
げ
を
促
進
す
る
税
制
の
拡
充

④
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

⑤
交
際
費
課
税
の
損
金
算
入
枠
の
拡
大

⑥
欠
損
金
の
繰
戻
還
付
制
度
の
拡
充

⑦
そ
の
他

①
課
税
事
業
者
で
あ
り
、登
録
申
請
を
し
て
い
る

②
免
税
事
業
者
で
あ
っ
た
が
、登
録
申
請
を
し
た

③
税
事
業
者
で
は
あ
る
が
、こ
れ
か
ら
登
録
申
請
を
す
る

④
免
税
事
業
者
で
あ
る
が
、登
録
申
請
を
す
る
か
検
討

中
で
あ
る

⑤
登
録
申
請
は
し
な
い

⑥
そ
の
他

①
取
引
先
が
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
か
ど
う
か
の

確
認
作
業

②
受
領
し
た
請
求
書
等
が
イ
ン
ボ
イ
ス
の
要
件
を
満
た

し
て
い
る
か
の
確
認
作
業

③
イ
ン
ボ
イ
ス
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
請
求
書
等

を
受
領
し
た
際
の
対
応

④
会
計
帳
簿
の
記
入
や
会
計
ソ
フ
ト
の
操
作

⑤
従
業
員
への
社
内
教
育・研
修

⑥
事
務
負
担
の
増
加
に
よ
る
人
件
費
の
負
担
増

⑦
イ
ン
ボ
イ
ス
処
理
に
伴
う
設
備
等
への
負
担
増

⑧
特
に
問
題
な
く
対
応
で
き
て
い
る

⑨
そ
の
他

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 合計
483 311 468 174 129 134 31 726

①
賃
上
げ
を
す
る

②
賃
上
げ
を
検
討
し
た
い

③
賃
上
げ
は
難
し
い

④
わ
か
ら
な
い

⑤
そ
の
他

 

消
費
税
／
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
② 

課
税
事
業
者
の
方（
現
在
は
免
税
事
業
者
で

は
あ
る
が
、課
税
事
業
者
と
な
る
予
定
の
方

も
含
む
）に
お
聞
き
し
ま
す
。イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
負
担
が
増
え
た
の
か
、以
下
よ

り
３
つ
以
内
で
選
ん
で
下
さ
い（
免
税
事
業

者
の
方
は
、空
欄
の
ま
ま
で
結
構
で
す
）。

Q4

 

法
人
関
係
／
企
業
の
賃
上
げ 

政
府
は
持
続
的
な
賃
上
げ
を
目
指
し
て
お

り
ま
す
が
、物
価
が
高
騰
す
る
中
、中
小
企

業
の
賃
上
げ
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、

積
極
的
な
賃
上
げ
等
を
促
す
た
め
の
税
制

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、あ
な
た
の

会
社
で
は
今
年
の
賃
上
げ
に
つ
い
て
ど
う

対
応
し
ま
す
か
。

Q2

⑤ ⑥ 合計
21 5 686

① ② ③ ④
632 15 8 5
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59.4%
③
33.2%

④
30.7%

①
49.0%
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⑦
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49.0%
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⑤
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⑤
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⑤
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⑤
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①
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③
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⑥
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⑥
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⑦
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④
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④
5.9%

②
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事
業
承
継
／
後
継
者
の
決
定
状
況 

あ
な
た
の
会
社
を
事
業
承
継
す
る
に
当

た
っ
て
、現
時
点
で
の
後
継
者
の
決
定
状
況

等
に
つ
い
て
、お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

Q6

①
子
や
子
以
外
の
親
族
に
事
業
承
継
す
る

（
後
継
者
本
人
も
承
諾
し
て
い
る
）

②
親
族
外
に
事
業
承
継
す
る

（
後
継
者
本
人
も
承
諾
し
て
い
る
）

③
後
継
者
は
決
ま
っ
て
い
な
い

（
後
継
者
候
補
に
意
思
を
確
認
し
て
い
な
い
を
含
む
）

④
事
業
を
売
却
す
る

⑤
事
業
承
継
は
せ
ず
廃
業
す
る

⑥
当
面
、
事
業
承
継
を
行
う
予
定
は
な
い

⑦
そ
の
他

①
57.3%

②
49.0%③

52.3%

①
66.5% ①

42.4%

②
28.4%

③
19.5%

④
0.7%

①
92.1%

②
2.2%

③
1.2%

②
42.0%

⑤
12.7%

⑤
4.1%

①
47.3%

②
43.8%③

34.1%
③
26.0%

①
21.3%

②
30.4%

①
29.1%

②
37.7%

①
18.6%④

7.7%

②
38.8%

②
42.8%

③
64.5%

⑥
0.7% ⑥

12.0%
⑨
2.1%

⑧
10.7%

⑨
2.9%⑧

21.3%

①
26.1%

②
4.8%③

26.8%

①
32.6%

①
12.3%

⑤
17.8% ⑤

10.2%

④
10.7%

④
48.5% ④

19.7%

③
17.9%

④
24.0%

③
70.6%

⑤
18.2%

⑤
13.7%

④
29.4%

④
23.3%

④
1.5%

②
26.8%③

59.4%
③
33.2%

④
30.7%

①
49.0%

③
25.7%

⑤
2.8%

⑤
17.8%

⑤
3.8%

⑤
3.1%

⑤
11.4%

①
48.7%②

33.3%

③
2.1%

⑤
3.3%

④
12.7%

⑥
26.8%

⑥
1.6%

⑥
24.0%

⑦
12.6%

⑦
20.7%

⑥
18.5% ⑦

4.3%

⑦
9.9%

⑥
3.8%

⑨
7.3%

⑧
5.5%
⑦
19.1%

④
7.7%

④
5.9%

②
14.9%

①
こ
れ
ま
で
の
改
正
で
十
分
で
あ
り
、当
面
は
利
用
状

況
等
を
注
視
す
る

②
相
続
時
精
算
課
税
制
度
な
ど
生
前
贈
与
制
度
の
更

な
る
拡
充
を
求
め
る

③
納
税
猶
予
制
度
の
特
例
措
置
の
更
な
る
拡
充・延
長

を
求
め
る

④
事
業
用
資
産
を
他
の一
般
資
産
と
切
り
離
し
、事
業

用
資
産
への
課
税
を
軽
減
あ
る
い
は
免
除
す
る
制
度

の
創
設
を
求
め
る

⑤
そ
の
他

①
制
度
自
体
を
知
ら
な
い

②
内
容
が
複
雑
す
ぎ
て
よ
く
分
か
ら
な
い

③
認
定
申
請
書
類
等
の
作
成
、
手
続
き
が
煩
雑

④
都
道
府
県
庁
や
税
務
署
に
一
定
期
間
ご
と
に
報
告
・
届

出
す
る
の
が
手
間

⑤
納
税
猶
予
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
の
リ
ス
ク
が
大
き
い

⑥
納
税
猶
予
額
相
当
の
担
保
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る

⑦
時
限
措
置
で
あ
り
、
相
続
・
贈
与
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
合
わ
な
い

⑧
対
応
し
て
も
ら
え
る
専
門
家
が
少
な
い

⑨
そ
の
他

 
事
業
承
継
／
事
業
承
継
税
制 

政
府
は
、事
業
承
継
を
促
進
す
る
た
め
の

税
制
支
援
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。こ
れ
ま

で
の
改
正
を
踏
ま
え
て
、事
業
承
継
税
制

に
つ
い
て
特
に
重
視
す
べ
き
点
を
２
つ
以

内
で
選
ん
で
下
さ
い
。

Q7

①
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
な
く
取
引
を
行
う

②
課
税
事
業
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
取
引
は
難
し
い

③
６
年
間
の
経
過
措
置
等
が
終
了
す
る
ま
で
は
取
引

を
行
う
が
、そ
の
後
に
つい
て
は
検
討
し
て
い
な
い

④
取
引
を
す
る
か
し
な
い
か
に
つい
て
検
討
し
て
い
な
い

⑤
そ
の
他

 

事
業
承
継
／
相
続
税・贈
与
税
納
税
猶
予

制
度（
特
例
措
置
） 

　

令
和
６
年
度
税
制
改
正
で
は
、コ
ロ
ナ
の

影
響
が
長
期
化
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、相

続
税
・
贈
与
税
納
税
猶
予
の
特
例
制
度
に

お
け
る
特
例
承
継
計
画
の
提
出
期
限
が
令

和
８
年
３
月
末
ま
で
２
年
延
長
さ
れ
ま
し

た
。平
成
30
年
か
ら
令
和
４
年
ま
で
の
特

例
承
継
計
画
申
請
件
数
は
約
１
４
５
０
０

件
で
あ
り
、制
度
の
利
用
が
伸
び
悩
ん
で

い
ま
す
が
、そ
の
原
因
は
何
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
か
。以
下
よ
り
３
つ
以
内
で
選

ん
で
下
さ
い
。

Q8

 

地
方
税
／
固
定
資
産
税 

地
方
の
自
主
財
源
と
し
て
大
き
な
ウ
エ
イ

ト
を
占
め
る
固
定
資
産
税
は
、そ
の
税
収

が
景
気
に
左
右
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
地
方

税
に
適
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。そ

の
一
方
で
、負
担
感
の
高
ま
り
に
伴
っ
て
、そ

の
軽
減
に
向
け
た
抜
本
的
な
見
直
し
が
必

要
と
の
意
見
が
あ
り
ま
す
。固
定
資
産
税

を
見
直
す
と
し
た
場
合
、特
に
重
視
す
べ

き
点
を
２
つ
以
内
で
選
ん
で
下
さ
い
。

Q9
①
商
業
地
等
の
宅
地
の
評
価
方
法
を
見
直
す

②
家
屋
の
評
価
方
法
を
見
直
す

③
償
却
資
産
（
事
業
用
資
産
）
へ
の
課
税
は
廃
止
を

含
め
て
見
直
す

④
免
税
点
を
大
幅
に
引
き
上
げ
る

⑤
わ
か
ら
な
い

⑥
そ
の
他

① ② ③ ④
186 34 191 11

① ② ③
336 102 176

① ② ③ ④ ⑤ 合計
89 305 189 352 92 726

 

消
費
税
／
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
③ 

課
税
事
業
者
の
方（
現
在
は
免
税
事
業
者

で
は
あ
る
が
、課
税
事
業
者
と
な
る
予
定

の
方
も
含
む
）に
お
聞
き
し
ま
す
。今
後
の

免
税
事
業
者
と
の
取
引
に
つ
い
て
お
考
え

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い（
免
税
事
業
者
の

方
は
、空
欄
の
ま
ま
で
結
構
で
す
）。

Q5

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 合計
26 131 38 50 687

① ② ③ ④ ⑤
325 301 234 135 78

<

参
考>

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
実
施
後
６
年
間
は
、①
免
税
事
業
者
か
ら

の
仕
入
れ
に
つ
い
て
、仕
入
税
額
相
当
額
の一定
割
合
を
控
除
可
能
と

す
る（
令
和
５
年
10
月
か
ら
の
３
年
は
80
％
、令
和
８
年
10
月
か
ら
の

３
年
は
50
％
の
控
除
が
可
能
）経
過
措
置
や
、②
基
準
期
間
に
お
け
る

課
税
売
上
高
が
１
億
円
以
下
又
は
特
定
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高

が
５
０
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
事
業
者
が
行
う
課
税
仕
入
れ
に
つ
い

て
、当
該
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払
対
価
の
額
が
１
万
円
未
満
で
あ

る
場
合
に
は
、一定
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
の
み
の
保
存
に
よ
り

仕
入
税
額
控
除
を
認
め
る
負
担
軽
減
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

<

参
考>

法
人
版
事
業
承
継
税
制
は
、後
継
者
で
あ
る
受
贈
者・相
続

人
等
が
、円
滑
化
法
の
認
定
を
受
け
て
い
る
非
上
場
会
社
の
株
式
等

を
贈
与
又
は
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、そ
の
非
上
場

株
式
等
に
係
る
贈
与
税・相
続
税
に
つ
い
て
、一定
の
要
件
の
も
と
、そ
の

納
税
を
猶
予
し
、後
継
者
の
死
亡
等
に
よ
り
、納
税
が
猶
予
さ
れ
て
い

る
贈
与
税・相
続
税
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。

平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
は
、こ
れ
ま
で
の
措
置
に
加
え
、納
税
猶
予

の
対
象
と
な
る
非
上
場
株
式
等
の
制
限（
総
株
式
数
の
3
分
の
2
ま

で
）の
撤
廃
、納
税
猶
予
割
合
の
引
上
げ（
80
％
か
ら
１
０
０
％
）等
の

特
例
措
置
が
創
設
さ
れ
ま
し
た（
10
年
間
の
時
限
措
置
）。

④ ⑤ 合計
53 19 686

⑤ ⑥ ⑦ 合計
29 171 90 712
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2.9%⑧

21.3%

①
26.1%

②
4.8%③

26.8%

①
32.6%

①
12.3%

⑤
17.8% ⑤

10.2%

④
10.7%

④
48.5% ④

19.7%

③
17.9%

④
24.0%

③
70.6%

⑤
18.2%

⑤
13.7%

④
29.4%

④
23.3%

④
1.5%

②
26.8%③

59.4%
③
33.2%

④
30.7%

①
49.0%

③
25.7%

⑤
2.8%

⑤
17.8%

⑤
3.8%

⑤
3.1%

⑤
11.4%

①
48.7%②

33.3%

③
2.1%

⑤
3.3%

④
12.7%

⑥
26.8%

⑥
1.6%

⑥
24.0%

⑦
12.6%

⑦
20.7%

⑥
18.5% ⑦

4.3%

⑦
9.9%

⑥
3.8%

⑨
7.3%

⑧
5.5%
⑦
19.1%

④
7.7%

④
5.9%

②
14.9%

■会員区分 ■主たる業種

■資本金

■前事業年度の申告状況

■従業員数

①
57.3%

②
49.0%③

52.3%

①
66.5% ①

42.4%

②
28.4%

③
19.5%

④
0.7%

①
92.1%

②
2.2%

③
1.2%

②
42.0%

⑤
12.7%

⑤
4.1%

①
47.3%

②
43.8%③

34.1%
③
26.0%

①
21.3%

②
30.4%

①
29.1%

②
37.7%

①
18.6%④

7.7%

②
38.8%

②
42.8%

③
64.5%

⑥
0.7% ⑥

12.0%
⑨
2.1%

⑧
10.7%

⑨
2.9%⑧

21.3%

①
26.1%

②
4.8%③

26.8%

①
32.6%

①
12.3%

⑤
17.8% ⑤

10.2%

④
10.7%

④
48.5% ④

19.7%

③
17.9%

④
24.0%

③
70.6%

⑤
18.2%

⑤
13.7%

④
29.4%

④
23.3%

④
1.5%

②
26.8%③

59.4%
③
33.2%

④
30.7%

①
49.0%

③
25.7%

⑤
2.8%

⑤
17.8%

⑤
3.8%

⑤
3.1%

⑤
11.4%

①
48.7%②

33.3%

③
2.1%

⑤
3.3%

④
12.7%

⑥
26.8%

⑥
1.6%

⑥
24.0%

⑦
12.6%

⑦
20.7%

⑥
18.5% ⑦

4.3%

⑦
9.9%

⑥
3.8%

⑨
7.3%

⑧
5.5%
⑦
19.1%

④
7.7%

④
5.9%

②
14.9%

①
57.3%

②
49.0%③

52.3%

①
66.5% ①

42.4%

②
28.4%

③
19.5%

④
0.7%

①
92.1%

②
2.2%

③
1.2%

②
42.0%

⑤
12.7%

⑤
4.1%

①
47.3%

②
43.8%③

34.1%
③
26.0%

①
21.3%

②
30.4%

①
29.1%

②
37.7%

①
18.6%④

7.7%

②
38.8%

②
42.8%

③
64.5%

⑥
0.7% ⑥

12.0%
⑨
2.1%

⑧
10.7%

⑨
2.9%⑧

21.3%

①
26.1%

②
4.8%③

26.8%

①
32.6%

①
12.3%

⑤
17.8% ⑤

10.2%

④
10.7%

④
48.5% ④

19.7%

③
17.9%

④
24.0%

③
70.6%

⑤
18.2%

⑤
13.7%

④
29.4%

④
23.3%

④
1.5%

②
26.8%③

59.4%
③
33.2%

④
30.7%

①
49.0%

③
25.7%

⑤
2.8%

⑤
17.8%

⑤
3.8%

⑤
3.1%

⑤
11.4%

①
48.7%②

33.3%

③
2.1%

⑤
3.3%

④
12.7%

⑥
26.8%

⑥
1.6%

⑥
24.0%

⑦
12.6%

⑦
20.7%

⑥
18.5% ⑦

4.3%

⑦
9.9%

⑥
3.8%

⑨
7.3%

⑧
5.5%
⑦
19.1%

④
7.7%

④
5.9%

②
14.9%

①
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
明
確
化
と
地
方
へ
の
権

限
移
譲

②
公
務
員
の
人
員
削
減
お
よ
び
人
件
費
の
抑
制

③
議
員
数
の
削
減
お
よ
び
歳
費
の
抑
制

④
議
会
の
ス
リ
ム
化

⑤
客
観
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
く
政
策
立
案
と
そ
の
効

果
検
証

⑥
特
殊
法
人
や
独
立
行
政
法
人
の
見
直
し

⑦
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
業
務
改
革

⑧
積
極
的
な
民
間
活
力
の
導
入

⑨
そ
の
他

①
就
業
調
整
に
よ
って
人
員
が
確
保
で
き
ず
困
って
い
る

②
就
業
調
整
に
よ
る
影
響
は
あ
る
が
、何
と
か
対
応
し

て
い
る

③
就
業
調
整
に
よ
る
影
響
は
ほ
と
ん
ど
な
い

④
わ
か
ら
な
い

⑤
そ
の
他  

税
と
社
会
保
障 

パ
ー
ト
等
が
就
労
調
整
を
行
う
要
因
の
一

つ
と
し
て
、社
会
保
険
や
税
制
上
の
扶
養

に
影
響
す
る「
年
収
の
壁
」が
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、最
低
賃
金
の
引
き

上
げ
に
よ
り
、扶
養
の
範
囲
内
で
働
く
に

は
就
労
可
能
時
間
が
今
ま
で
よ
り
少
な
く

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、人
手
不
足
で
悩

む
中
小
企
業
に
と
っ
て
は
深
刻
な
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。あ
な
た
の
会
社
に
お
い
て

パ
ー
ト
等
の
就
業
調
整
に
よ
る
影
響
に
つ

い
て
、お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

 

国
民
負
担
率 

日
本
の
国
民
負
担
率
は
45
．１
％（
令
和
６

年
度
見
通
し
、租
税
負
担・社
会
保
障
負
担

の
合
計
額
の
対
国
民
所
得
比
）で
す
。我
が

国
は
、少
子
高
齢
化
、か
つ
人
口
減
少
と
い

う
深
刻
な
社
会
構
造
問
題
を
抱
え
て
お

り
、今
後
の
負
担
増
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、

国
民
負
担
率
に
つ
い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。

Q11

Q13
①
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
は
や
む
を
得
な
い

②
社
会
保
険
料
の
企
業
負
担
が
増
加
す
る
の
で
反
対
で
あ
る

③
わ
か
ら
な
い

④
そ
の
他

①
高
す
ぎ
る

②
現
状
程
度
で
よ
い

③
低
す
ぎ
る

④
わ
か
ら
な
い

⑤
そ
の
他

 

社
会
保
険
の
適
用
範
囲
の
拡
大 

従
業
員
１
０
１
人
以
上
の
企
業
で
週
20
時

間
以
上
働
く
等
の
短
時
間
労
働
者（
パ
ー
ト

等
）は
、厚
生
年
金
保
険・健
康
保
険
の
加
入

対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、本
年
10
月
か
ら
は

「
従
業
員
51
人
以
上
」の
企
業
に
ま
で
拡
大

さ
れ
ま
す
。今
後
、企
業
規
模
要
件
を
さ
ら

に
見
直
し
て
い
く
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
い
ま

す
が
、ど
う
考
え
ま
す
か
。

Q12

① ② ③ ④ ⑤
200 259 485 202 125

 

行
財
政
改
革 

国
や
地
方
で
は
行
財
政
改
革
に
取
り
組
み

つ
つ
あ
る
も
の
の
、国
民
が
納
得
す
る
よ
う

な
抜
本
的
改
革
は
行
わ
れ
て
お
り
ま
せ

ん
。国・地
方
に
お
い
て
は
、ど
の
項
目
を
中

心
に
見
直
す
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ま

す
か
。特
に
優
先
す
べ
き
項
目
を
以
下
よ

り
３
つ
以
内
で
選
ん
で
下
さ
い
。

Q10

① ② ③
133 192 238

① ② ③ ④ 合計
219 261 120 72 672

① ② ③
329 225 14

①
57.3%

②
49.0%③

52.3%

①
66.5% ①

42.4%

②
28.4%

③
19.5%

④
0.7%

①
92.1%

②
2.2%

③
1.2%

②
42.0%

⑤
12.7%

⑤
4.1%

①
47.3%

②
43.8%③

34.1%
③
26.0%

①
21.3%

②
30.4%

①
29.1%

②
37.7%

①
18.6%④

7.7%

②
38.8%

②
42.8%

③
64.5%

⑥
0.7% ⑥

12.0%
⑨
2.1%

⑧
10.7%

⑨
2.9%⑧

21.3%

①
26.1%

②
4.8%③

26.8%

①
32.6%

①
12.3%

⑤
17.8% ⑤

10.2%

④
10.7%

④
48.5% ④

19.7%

③
17.9%

④
24.0%

③
70.6%

⑤
18.2%

⑤
13.7%

④
29.4%

④
23.3%

④
1.5%

②
26.8%③

59.4%
③
33.2%

④
30.7%

①
49.0%

③
25.7%

⑤
2.8%

⑤
17.8%

⑤
3.8%

⑤
3.1%

⑤
11.4%

①
48.7%②

33.3%

③
2.1%

⑤
3.3%

④
12.7%

⑥
26.8%

⑥
1.6%

⑥
24.0%

⑦
12.6%

⑦
20.7%

⑥
18.5% ⑦

4.3%

⑦
9.9%

⑥
3.8%

⑨
7.3%

⑧
5.5%
⑦
19.1%

④
7.7%

④
5.9%

②
14.9%

① ② ③ ④
146 209 408 160

⑤ ⑥ 合計
122 11 687

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 合計
184 142 146 20 687

<

参
考>

各
国
の
国
民
負
担
率（
令
和
３
年
）

フ
ラ
ン
ス 

68
．０
％
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン 

55
．０
％
、ド
イ
ツ
54
．９
％
、英
国 

47
．６
％
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア 

41
．５
％
、米
国 

33
．９
％

④ ⑤ 合計
86 22 676

　 税制委員 役員（税制委員を除く） 一般会員 合　計
回答数 13 112 518 643
構成比 2.0% 17.4% 80.6% 100.0%

　 製造業 建設
土木
不動産

卸売
小売
飲食

サービス その他 合　計

回答数 112 204 134 142 109 701
構成比 16.0% 29.1% 19.1% 20.3% 15.5% 100.0%

　 １千万円以下 千万円超～
５千万円以下

５千万円超～
１億円以下

１億円超～
３億円以下

３億円超～
５億円以下

５億円超 合　計

回答数 393 249 35 4 7 17 705
構成比 55.7% 35.3% 5.0% 0.6% 1.0% 2.4% 100%

　 4人以下 5 ～ 1 9
人

2 0 ～
99人

1 0 0 ～
299人

3 0 0 人
以上

合　計

回答数 183 255 182 60 27 707
構成比 25.9% 36.1% 25.7% 8.5% 3.8% 100%

　 黒字申告 赤字申告 回答保留・その他 合　計
回答数 477 145  86 708
構成比 67.4% 20.5% 12.1% 100%

④ ⑤ 合計
55 98 716
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〈
総
論
〉

令
和
６
年
度
税
制
改
正
は
所
得
税
・
住
民

税
の
定
額
減
税
に
加
え
、
企
業
向
け
で
は
賃

上
げ
減
税
の
拡
大
等
減
税
が
ず
ら
り
と
並
び
、

負
担
増
を
回
避
し
、
財
政
規
律
を
省
み
な
い

内
容
と
な
っ
た
。

首
相
が
こ
れ
ま
で
の
税
収
増
を
国
民
に
還

元
す
る
と
い
う
が
、
財
務
省
か
ら
は
増
加
し

た
税
収
は
既
に
使
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
の

見
解
が
で
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
還
元

す
る
の
か
。
ま
た
、
近
年
の
税
収
の
上
振
れ

は
円
安
に
よ
る
好
調
な
企
業
業
績
や
物
価
上

昇
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
い
つ
ま
で
続

く
か
分
か
ら
な
い
。

歳
出
水
準
に
比
べ
て
税
収
が
不
足
す
る
状

況
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
社
会
保
障
や
防
衛
費

を
賄
う
安
定
財
源
の
議
論
は
避
け
て
通
れ
な

い
。
政
府
が
打
ち
出
し
た
少
子
化
対
策
は
そ

の
契
機
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
早
々
と

税
制
改
革
論
議
が
封
印
さ
れ
た
。

税
制
改
正
を
毎
年
行
う
目
的
は
財
政
の
持

続
、
税
の
公
平
性
の
確
保
、
課
税
の
適
正
化

の
た
め
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
バ
ラ
ン

ス
の
と
れ
た
税
制
の
実
現
を
要
望
す
る
。

 

財
政
健
全
化
に
向
け
て

我
が
国
の
令
和
６
年
度
予
算
１
１
２
兆
円

台
の
予
算
の
中
で
借
金
が
過
去
最
高
を
８
年

連
続
で
更
新
し
、
令
和
５
年
度
末
で

１
２
９
７
兆
円
に
達
し
た
。

防
衛
費
や
社
会
保
障
費
が
増
え
た
こ
と
に

加
え
、
ガ
ソ
リ
ン
補
助
金
や
低
所
得
世
帯
へ

の
給
付
金
な
ど
物
価
高
対
策
を
盛
り
込
ん
だ

13
兆
円
を
超
え
る
補
正
予
算
を
編
成
し
た
結

果
、
国
債
の
発
行
が
積
み
重
な
り
財
政
状
況

は
一
段
と
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。

政
府
は
令
和
７
年
に
基
礎
的
財
政
収
支
の

黒
字
化
を
目
指
し
て
い
る
が
、
高
齢
化
に
伴

う
社
会
保
障
費
の
増
加
な
ど
で
達
成
は
困
難

と
思
わ
れ
る
。
日
本
経
済
の
需
要
不
足
の
解

消
が
進
み
、
金
利
も
復
活
す
る
な
か
で
財
政

運
営
も
平
時
の
状
態
に
復
帰
さ
せ
る
道
筋
を

描
き
、
借
金
頼
み
の
給
付
策
や
短
期
的
な
景

気
刺
激
策
を
是
正
し
、
中
長
期
的
な
財
政
健

全
化
を
国
民
に
示
す
べ
き
で
あ
る
。

 

社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て

高
齢
化
社
会
の
急
進
展
で
今
後
の
社
会
保

障
給
付
は
急
速
な
増
大
が
見
込
ま
れ
、
令
和

７
年
に
は
団
塊
の
世
代
が
75
歳
を
超
え
て
後

期
高
齢
者
と
な
り
、
年
金
を
は
じ
め
と
し
た

社
会
保
障
費
は
膨
張
し
続
け
、
社
会
保
障
制

度
の
維
持
が
困
難
に
な
る
ほ
ど
極
め
て
危
機

的
な
状
況
に
あ
る
。

政
府
は
こ
ど
も
・
子
育
て
政
策
の
強
化
に

向
け
、
児
童
手
当
の
拡
充
や
、
扶
養
さ
れ
る

こ
ど
も
が
３
人
以
上
の
多
子
世
帯
の
大
学
授

業
料
・
入
学
金
の
無
償
化
、
出
産
支
援
の
強

化
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
」

を
決
定
し
、
財
源
に
つ
い
て
は
、
当
面
は
一

部
を
国
債
で
賄
い
な
が
ら
令
和
10
年
度
ま
で

に
安
定
的
な
確
保
を
目
指
す
と
し
て
い
る
が
、

歳
出
改
革
の
中
身
に
つ
い
て
は
、
全
世
代
型

社
会
保
障
構
築
を
目
指
す
改
革
の
道
筋
に
お

け
る
医
療
・
介
護
制
度
等
の
改
革
を
実
現
す

る
こ
と
を
中
心
に
取
り
組
む
と
さ
れ
、
歳
出

改
革
の
中
身
は
無
駄
な
歳
出
を
抑
え
る
と
い

う
意
味
合
い
よ
り
も
、
後
期
高
齢
者
負
担
の

見
直
し
な
ど
の
内
容
に
な
っ
て
い
て
政
府
の
、

「
財
源
は
実
質
的
な
国
民
負
担
増
な
し
」
と
は

齟
齬
が
生
じ
て
い
る
。

「
異
次
元
の
少
子
化
対
策
」
に
は
取
り
や
す

い
と
こ
ろ
か
ら
取
る
の
で
は
な
く
「
異
次
元

の
歳
出
改
革
」
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 

行
政
改
革
の
徹
底

 

(1) 

調
査
研
究
広
報
滞
在
費
に
つ
い
て

国
会
議
員
の
歳
費
と
は
別
に
毎
月
支
払
わ

れ
て
い
る
１
０
０
万
円
の
調
査
研
究
広
報
滞

在
費
は
令
和
４
年
に
日
割
支
給
に
改
正
さ
れ

た
が
、
使
途
公
開
や
未
使
用
分
の
国
庫
返
納

に
つ
い
て
は
法
改
正
が
先
送
り
さ
れ
て
い
る
。

国
民
に
負
担
を
求
め
る
増
税
論
議
の
一
方

で
自
分
達
の
特
権
を
た
な
ざ
ら
し
に
し
て
い

る
の
は
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。
早
急
に
法
改
正

を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 

(2) 

政
党
助
成
金
及
び
議
員
定
数
に
つ
い
て

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
裏
金
事
件
を
受
け

た
政
治
資
金
規
正
法
の
改
正
が
成
立
す
る
こ

と
と
な
っ
た
が
、
裏
金
の
根
源
と
な
る
政
党

助
成
金
か
ら
各
議
員
に
配
ら
れ
る
政
策
活
動

費
は
年
間
上
限
額
の
設
定
や
領
収
書
の
10
年

後
の
公
開
、
監
査
す
る
第
三
者
機
関
の
設
置

税
制
委
員
会

令
和
７
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
を
決
め
る

　

甲
府
法
人
会
お
よ
び
山
梨
県
法
人
会
連
合
会
は
「
令
和
７
年
度
税
制
改
正
に

関
す
る
提
言
」
を
協
議
す
る
た
め
の
税
制
委
員
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

前
ペ
ー
ジ
ま
で
記
載
の
「
税
制
改
正
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
の
回
答
と

委
員
会
か
ら
の
意
見
を
参
考
に
以
下
の
提
言
内
容
に
決
定
し
て
、
公
益
財
団
法
人

全
国
法
人
会
総
連
合
に
提
出
し
ま
し
た
。

一
般
社
団
法
人
山
梨
県
法
人
会
連
合
会

令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
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を
盛
り
込
ん
だ
も
の
の
詳
細
は
今
後
の
検
討

事
項
と
な
り
国
民
意
識
と
か
け
離
れ
て
い
る
。

政
党
助
成
金
、
議
員
定
数
の
削
減
等
自
ら

身
を
削
る
改
革
に
真
摯
に
取
組
む
べ
き
で
あ

る
。

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
在
、

確
定
申
告
や
住
民
票
の
取
得
な
ど
に
利
用
さ

れ
て
い
る
が
、
政
府
は
今
後
、
現
在
の
健
康

保
険
証
を
廃
止
し
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
へ
の
一
本
化
を
目
指
し
て
い
る
。
中
長
期

的
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
公
的
給
付
受
取
口

座
や
全
て
の
預
貯
金
口
座
と
リ
ン
ク
さ
せ
る

こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
目
標
と
す
る
「
行
政
の
効
率
化
」

「
国
民
の
利
便
性
の
向
上
」
及
び
「
公
平
・
公

正
な
社
会
の
実
現
」
は
、
国
民
が
実
感
で
き

る
水
準
に
は
至
っ
て
い
な
い
、
個
人
情
報
保

護
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
面
に
十
分
留
意
し
た

う
え
で
、
制
度
普
及
の
理
解
を
高
め
て
い
く

べ
き
で
あ
る
。

税
制
関
係

 

政
策
減
税
の
検
証
に
つ
い
て

財
務
省
が
租
税
特
別
措
置
に
よ
っ
て
ど
れ

ぐ
ら
い
減
収
し
た
か
を
国
会
に
報
告
し
た
令

和
４
年
度
の
政
策
減
税
の
減
収
額
は

８
兆
６
９
７
５
億
円
で
９
年
連
続
８
兆
円
を

上
回
っ
た
。

総
務
省
が
毎
年
租
税
特
別
措
置
の
効
果
を

点
検
し
て
い
て
、
昨
年
「
延
長
」
と
「
拡
充
」

が
決
ま
っ
た
賃
上
げ
減
税
は
、
過
去
の
減
税

効
果
が
示
さ
れ
て
な
く
「
分
析
・
説
明
の
内

容
が
著
し
く
不
十
分
」
と
厳
し
い
評
価
が
く

だ
っ
た
。

賃
上
げ
減
税
の
効
果
を
検
証
す
る
に
は
減

税
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
企
業
よ
り
も
適
用

さ
れ
た
企
業
の
方
が
賃
上
げ
を
し
て
い
る
こ

と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
状
で

は
ど
の
企
業
が
減
税
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る

か
の
情
報
は
非
開
示
と
な
っ
て
い
る
。
減
収

に
見
合
っ
た
効
果
が
得
ら
れ
て
い
る
か
検
証

す
る
仕
組
み
を
整
え
る
べ
き
で
あ
る
。

法
人
税
関
係

　

１
．�中
小
企
業
者
等
の
軽
減
税
率
の
特
例
の

本
則
化
等
に
つ
い
て

中
小
企
業
は
地
域
経
済
と
雇
用
の
担
い
手

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
我
が
国
の
経
済
の
礎

で
あ
る
。
健
全
な
経
営
に
取
り
組
ん
で
い
る

企
業
が
立
ち
ゆ
く
よ
う
、
中
小
法
人
に
適
用

さ
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を
本
則

化
と
し
、
昭
和
56
年
以
来
８
０
０
万
円
以
下

に
据
え
置
か
れ
て
い
る
適
用
所
得
金
額
を

１
６
０
０
万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

　

２
．�少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損

金
算
入
の
特
例
措
置
に
つ
い
て

中
小
企
業
者
等
が
取
得
価
額
30
万
円
未
満

の
減
価
償
却
資
産
を
取
得
、
事
業
供
用
し
た

場
合
、
年
間
取
得
価
額
合
計
額
３
０
０
万
円

ま
で
は
取
得
価
額
の
全
額
を
損
金
算
入
で
き

る
と
な
っ
て
い
る
が
上
限
額
３
０
０
万
円
を

撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。
な
お
、

そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
特
例
措
置

の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
。

　

３
．�受
取
配
当
金
等
の
益
金
不
算
入
制
度
の

見
直
し
に
つ
い
て

現
行
の
受
取
配
当
金
等
の
益
金
不
算
入
制

度
は
株
式
の
１
０
０
％
を
保
有
す
る
完
全
子

会
社
や
持
ち
株
比
率
が
３
分
の
１
を
超
え
る

関
係
会
社
か
ら
の
株
式
配
当
金
は
全
額
が
益

金
不
算
入
、
株
式
等
保
有
割
合
が
５
％
超
３

分
の
１
以
下
の
企
業
か
ら
の
配
当
金
は
50
％

を
益
金
不
算
入
、
株
式
等
保
有
割
合
が
５
％

以
下
の
場
合
は
配
当
金
の
20
％
が
益
金
不
算

入
と
な
っ
て
い
て
課
税
ベ
ー
ス
を
縮
小
し
て

い
る
。

受
取
配
当
金
の
課
税
除
外
は
株
式
投
資
の

配
当
だ
け
を
優
遇
す
る
措
置
で
あ
り
、
同
時

に
投
資
活
動
へ
注
力
で
き
る
ほ
ど
資
金
量
の

あ
る
大
企
業
に
対
し
て
も
優
遇
措
置
と
い
え

る
こ
と
か
ら
応
分
の
負
担
を
求
め
る
べ
き
で

あ
る
。

　

４
．役
員
給
与
の
損
金
算
入
に
つ
い
て

使
用
人
に
支
給
す
る
給
与
は
原
則
損
金
算

入
さ
れ
る
が
、
役
員
給
与
に
つ
い
て
は
、
一

定
の
給
与
以
外
の
も
の
は
損
金
不
算
入
と

な
っ
て
い
る
。

役
員
給
与
は
職
務
執
行
の
対
価
で
あ
る
こ

と
か
ら
損
金
算
入
が
で
き
る
よ
う
に
見
直
す

べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
業
績
連
動
給
与
に
つ
い
て
経
営
者

の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
観
点
か
ら
、

同
族
会
社
も
一
定
の
要
件
の
も
と
に
損
金
算

入
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

５
．�慶
弔
費
等
の
交
際
費
か
ら
の
除
外
に
つ

い
て

交
際
費
課
税
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
度
税

制
改
正
で
特
例
措
置
の
延
長
と
飲
食
費
基
準

の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
改
正
の
効
果
は

十
分
と
は
い
え
な
い
。

得
意
先
、
仕
入
先
等
の
慶
弔
に
際
し
支
出

す
る
金
品
等
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
社
会
通

念
上
必
要
で
あ
る
た
め
、
通
常
要
す
る
金
額

の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
交
際

費
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
る
。

所
得
税
関
係

　

１
．所
得
税
改
革
に
つ
い
て

所
得
税
は
収
入
の
多
い
人
ほ
ど
適
用
さ
れ

る
税
負
担
率
が
高
く
な
る
累
進
課
税
制
度
と

な
っ
て
い
る
が
、
現
行
所
得
税
負
担
率
は
合

計
所
得
金
額
が
1
億
円
を
ピ
ー
ク
に
所
得
金

額
が
増
加
す
る
ほ
ど
減
少
す
る
逓
減
現
象
に
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な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
株
式
の
譲
渡
益
や
配
当
金
、
預
貯

金
や
債
券
の
利
子
な
ど
金
融
所
得
に
税
率
の

低
い
分
離
課
税
が
適
用
さ
れ
て
い
て
、
所
得

税
の
構
造
が
逆
進
的
に
な
っ
て
い
る
。

令
和
５
年
度
税
制
改
正
で
よ
う
や
く
是
正

策
が
と
ら
れ
た
が
、
対
象
は
所
得
が
約
30
億

円
を
超
え
る
超
富
裕
層
だ
け
が
対
象
で
、
格

差
是
正
に
は
全
く
不
十
分
で
あ
る
。

ま
ず
は
分
離
課
税
と
な
っ
て
い
る
所
得
を

す
べ
て
合
算
し
、
総
合
課
税
と
す
る
こ
と
が

本
筋
で
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
の
整
備
な
ど
諸
般
の
措
置
が
必
要
と
な

る
。
総
合
課
税
を
実
施
す
る
ま
で
の
応
急
措

置
と
し
て
、
分
離
課
税
の
税
率
を
大
幅
に
引

き
上
げ
、
所
得
再
分
配
と
い
っ
た
基
幹
税
と

し
て
の
本
来
の
機
能
を
回
復
す
る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
。

　

２
．災
害
控
除
制
度
の
創
設
に
つ
い
て

現
行
の
雑
損
控
除
は
災
害
に
よ
る
損
失
と

盗
難
、
横
領
に
よ
る
損
失
が
同
じ
取
扱
い
に

な
っ
て
い
る
。

近
年
は
各
地
で
大
規
模
な
自
然
災
害
が
起

き
て
い
る
。
災
害
に
よ
る
損
失
は
盗
難
、
横

領
に
よ
る
損
失
よ
り
も
多
額
で
あ
り
、
保
険

金
で
損
失
が
カ
バ
ー
で
き
き
れ
な
い
た
め
雑

損
控
除
か
ら
独
立
し
た
控
除
の
創
設
を
要
望

す
る
。

　

３
．各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

所
得
税
に
関
す
る
各
種
控
除
は
、
社
会
変

化
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
行
制
度
の

中
で
給
与
所
得
控
除
、
公
的
年
金
控
除
の
引

き
下
げ
や
基
礎
控
除
の
引
き
上
げ
、
又
ひ
と

り
親
控
除
の
創
設
等
に
よ
り
制
度
の
複
雑
化

が
著
し
く
、
事
務
負
担
な
ど
が
増
加
し
て
い

る
。
整
理
・
合
理
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

整
理
・
合
理
化
に
あ
た
っ
て
は
、
税
制
だ

け
で
は
な
く
、
社
会
保
障
制
度
の
在
り
方
な

ど
も
一
体
と
し
て
働
き
方
改
革
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
と
な
る
よ
う
な
検
討
を
行
う
べ
き
で

あ
る
。

　

４
．年
少
扶
養
控
除
の
復
活
に
つ
い
て

年
少
扶
養
控
除
は
子
供
手
当
の
創
設
に
伴

い
、
平
成
23
年
に
廃
止
さ
れ
、
平
成
24
年
に

は
子
供
手
当
が
廃
止
さ
れ
、
児
童
手
当
に
改

組
さ
れ
た
。
児
童
手
当
は
０
歳
か
ら
中
学
校

卒
業
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
者
に
支

給
さ
れ
る
が
所
得
制
限
が
あ
り
、
所
得
制
限

の
前
後
で
児
童
手
当
を
含
め
た
世
帯
収
入
の

逆
転
現
象
が
生
じ
る
問
題
も
あ
る
。
出
産
と

子
育
て
は
全
て
の
世
帯
に
と
っ
て
担
税
力
が

減
殺
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
子
育
て
支
援
は

実
効
性
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
政
府
の
「
異
次
元
の
少
子
化
対
策
」

の
観
点
か
ら
も
二
重
に
支
援
す
る
こ
と
は
不

自
然
で
は
な
い
。
年
少
扶
養
控
除
を
復
活
す

る
べ
き
で
あ
る
。

　

５
．源
泉
所
得
税
の
納
付
期
限
に
つ
い
て

我
が
国
の
取
引
の
決
済
は
、
ほ
と
ん
ど
が

月
末
に
行
わ
れ
て
お
り
、
諸
公
課
の
納
期
限

も
お
お
む
ね
月
末
と
な
っ
て
い
る
。
源
泉
徴

収
義
務
者
の
事
務
効
率
の
観
点
か
ら
納
付
期

限
を
給
与
等
の
支
払
月
の
翌
月
末
日
に
、
ま

た
、
納
期
特
例
適
用
者
の
納
期
限
は
１
月
末

日
と
７
月
末
日
に
改
め
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

消
費
税
関
係

　

１
．軽
減
税
率
制
度
の
廃
止
に
つ
い
て

法
人
会
は
こ
れ
ま
で
消
費
税
増
税
に
つ
い

て
事
業
者
の
事
務
負
担
増
、
税
制
の
簡
素
化

及
び
税
収
確
保
の
観
点
か
ら
、
税
率
10
％
ま

で
は
単
一
税
率
を
要
望
し
て
き
た
。「
社
会
保

障
と
税
の
一
体
改
革
」
と
い
う
当
初
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
軽
減
税
率
制
度
を
廃
止

す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
軽
減
税
率
制
度
は
低
所
得
者
対
策

と
い
わ
れ
た
が
、
高
所
得
者
も
利
用
で
き
る

た
め
消
費
税
の
逆
進
性
の
解
消
に
は
つ
な
が

ら
ず
、
事
業
者
の
事
務
負
担
が
増
え
る
結
果

と
な
っ
た
。

低
所
得
者
対
策
と
し
て
は
簡
素
な
給
付
措

置
の
実
施
を
要
望
す
る
。

　
　

２
．�適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
の
経
過
措
置

に
つ
い
て

令
和
５
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
た
適
格
請

求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
は
、

導
入
以
前
か
ら
様
々
な
問
題
点
を
指
摘
さ
れ

て
き
て
お
り
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
後

に
免
税
事
業
者
が
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
る
、

ま
た
は
取
引
価
格
の
減
額
要
請
を
受
け
る
事

象
な
ど
が
発
生
し
て
お
り
、
消
費
税
相
当
額

の
価
格
転
嫁
は
困
難
に
な
り
、
税
制
の
中
立

性
が
損
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
制
度
導
入

に
あ
た
り
各
種
の
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
、

中
で
も
小
規
模
事
業
者
の
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録

時
の
当
初
の
負
担
増
に
配
慮
し
た
「
２
割
特

例
」
は
、
令
和
８
年
９
月
30
日
ま
で
の
経
過

措
置
で
あ
り
、そ
の
適
用
期
間
は
短
い
。ま
た
、

免
税
事
業
者
か
ら
の
課
税
仕
入
れ
で
あ
っ
て

も
一
定
割
合
を
仕
入
税
額
と
み
な
し
て
控
除

で
き
る
「
免
税
事
業
者
等
か
ら
の
課
税
仕
入

れ
に
係
る
経
過
措
置
」
の
特
例
及
び
取
引
先

が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
で
あ
る
か
ど
う

か
に
拘
わ
ら
ず
、
税
込
１
万
円
未
満
の
課
税

仕
入
れ
に
つ
い
て
、
仕
入
税
額
控
除
が
で
き

る
「
少
額
特
例
」
は
適
用
期
限
が
令
和
11
年

９
月
30
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
経

過
措
置
と
も
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
定
着
と
、

小
規
模
事
業
者
が
経
済
取
引
か
ら
排
除
さ
れ

な
い
環
境
醸
成
の
為
に
、
適
用
期
間
を
延
長

す
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
税
の
公
平
性
を
高
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
制
度
変
更
は
、
取
引
で
立
場
の

弱
い
企
業
・
個
人
に
負
担
が
し
わ
寄
せ
さ
れ

る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
滞
納
が
増
え

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
り
、
滞
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納
を
看
過
す
る
こ
と
は
消
費
税
に
対
す
る
国

民
の
信
頼
を
損
な
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、

消
費
税
滞
納
へ
の
対
策
強
化
も
要
望
す
る
。

事
業
承
継
税
制
関
係

　

�

土
地
・
建
物
お
よ
び
非
上
場
株
の
相
続
の
非�

課
税
に
つ
い
て

中
小
企
業
の
円
滑
な
事
業
承
継
を
進
め
る

た
め
に
、
非
上
場
株
の
相
続
を
非
課
税
と
し
、

さ
ら
に
事
業
に
供
し
て
い
る
土
地
と
建
物
の

相
続
も
非
課
税
と
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

事
業
に
供
し
て
い
る
土
地
と
建
物
が
相
続
時

に
非
課
税
と
な
れ
ば
経
済
の
活
性
化
に
も
つ

な
が
る
。

相
続
税
関
係

　

１
．�相
続
税
基
礎
控
除
額
の
引
き
上
げ
に
つ

い
て

現
行
の
基
礎
控
除
額
（
３
０
０
０
万
円
＋

６
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
）
は
平
成

25
年
度
税
制
改
正
で
（
５
０
０
０
万
円
＋

１
０
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
）
に
引

き
下
げ
ら
れ
て
課
税
が
強
化
さ
れ
、
相
続
の

課
税
件
数
割
合
は
改
正
前
の
２
倍
程
度
に

な
っ
て
い
る
。
課
税
割
合
が
高
す
ぎ
る
た
め
、

基
礎
控
除
額
を
（
４
０
０
０
万
円
＋

８
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
）
に
引
き

上
げ
を
要
望
す
る
。

　

２
．�相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
非
課
税
枠
を

拡
大
等
に
つ
い
て

相
続
時
精
算
課
税
は
一
定
の
直
系
親
族
間

の
贈
与
に
認
め
ら
れ
た
特
例
と
し
て
、

２
５
０
０
万
円
ま
で
の
贈
与
に
は
贈
与
税
が

か
か
ら
ず
、
贈
与
財
産
の
種
類
、
金
額
、
贈

与
回
数
、
年
数
に
制
限
が
な
く
早
期
に
若
年

者
に
多
額
の
財
産
を
移
転
で
き
る
メ
リ
ッ
ト

は
あ
る
も
の
の
、
内
容
の
複
雑
さ
や
、
ど
ん

な
場
合
に
適
し
て
い
る
か
が
分
か
り
づ
ら
く
、

利
用
し
た
こ
と
か
ら
発
生
す
る
デ
メ
リ
ッ
ト

も
多
く
、
利
用
す
る
人
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、

令
和
５
年
度
税
制
改
正
で
新
た
に
「
年

１
１
０
万
円
の
基
礎
控
除
」
の
枠
が
加
わ
り
、

令
和
６
年
1
月
以
降
、
相
続
時
精
算
課
税
制

度
を
選
択
し
た
人
へ
の
贈
与
で
も
、
年

１
１
０
万
円
ま
で
な
ら
贈
与
税
も
相
続
税
も

か
か
ら
ず
申
告
も
い
ら
な
く
な
り
、
か
な
り

使
い
勝
手
が
良
く
な
り
利
用
す
る
人
が
増
え

る
可
能
性
は
大
き
い
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、

従
来
か
ら
あ
る
内
容
の
複
雑
さ
と
デ
メ
リ
ッ

ト
も
変
わ
ら
ず
残
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
さ
ら
に
当
該
制
度
の
活
用
促
進
の
た

め
に
、
小
規
模
宅
地
等
の
特
例
に
つ
い
て
、

本
制
度
を
選
択
し
た
場
合
で
も
一
定
の
要
件

を
満
た
し
た
場
合
は
適
用
を
受
け
ら
れ
よ
う

に
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
相
続
物
件
の
評
価

に
つ
い
て
は
、
相
続
時
か
あ
る
い
は
贈
与
時

の
い
ず
れ
か
評
価
の
低
い
方
を
選
択
適
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
ほ
か
、
非
課
税
枠
の
拡
大

を
含
め
更
な
る
利
用
し
や
す
い
制
度
の
見
直

し
を
要
望
す
る
。

　

３
．�贈
与
税
基
礎
控
除
額
の
引
き
上
げ
に
つ

い
て

現
行
の
贈
与
税
の
基
礎
控
除
額
は
平
成
13

年
に
１
１
０
万
円
に
拡
大
さ
れ
て
以
来
、
改

正
が
無
く
低
い
水
準
に
設
定
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
り
、
資
産
が
高
齢
者
に
遍
在
し
て
い
る
。

ま
た
、
若
年
層
へ
の
資
産
の
円
滑
な
移
転

の
促
進
に
よ
る
消
費
拡
大
に
寄
与
で
き
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
基
礎
控

除
額
を
現
行
の
１
１
０
万
円
か
ら
２
０
０
万

円
へ
の
引
き
上
げ
を
要
望
す
る
。

　

印
紙
税
の
廃
止
に
つ
い
て

印
紙
税
は
契
約
者
や
領
収
書
な
ど
の
「
紙
」

に
課
税
さ
れ
る
が
電
子
契
約
な
ど
デ
ジ
タ
ル

文
書
に
は
課
税
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
極
め

て
不
合
理
で
あ
る
た
め
廃
止
を
要
望
す
る
。

　

	

土
地
の
取
得
に
関
す
る
税
制
措
置
に
つ
い
て

中
小
企
業
対
策
な
ど
の
政
策
目
的
の
た
め
、

特
定
の
設
備
投
資
等
に
関
し
て
は
特
別
償
却

の
損
金
算
入
か
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
て
い

る
が
、
い
ず
れ
も
減
価
償
却
資
産
の
取
得
に

伴
う
優
遇
措
置
で
あ
る
。
地
方
創
生
の
動
き

を
活
発
化
さ
せ
る
た
め
に
も
、
土
地
活
用
を

容
易
に
す
る
よ
う
土
地
の
取
得
に
関
す
る
税

制
措
置
を
要
望
す
る
。

地
方
税
関
係

　

１
．固
定
資
産
税
の
見
直
し
に
つ
い
て

固
定
資
産
税
は
地
価
の
長
期
的
な
下
落
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
負
担
感
が
高
い
と
の
声
が

多
い
。
宅
地
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
実
勢
価

格
に
配
慮
し
た
評
価
、
居
住
用
家
屋
は
築
後

経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に
す
る
な
ど

抜
本
的
な
見
直
し
を
要
望
す
る
。
加
え
て
地

方
都
市
の
活
性
化
に
向
け
て
、
空
き
店
舗
、

空
き
家
の
流
動
化
に
資
す
る
固
定
資
産
税
制

を
要
望
す
る
。 

　

２
．�償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
廃

止
に
つ
い
て

償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
は
、
中

小
企
業
に
も
課
税
さ
れ
る
た
め
、
中
小
企
業

の
設
備
投
資
を
阻
害
し
て
い
る
。
特
に
、
製

造
業
を
中
心
と
す
る
多
額
の
設
備
を
有
す
る

企
業
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
が
高
負
担

と
な
っ
て
お
り
、
企
業
収
益
を
圧
迫
し
て
い

る
。
国
際
的
に
も
事
業
用
資
産
に
対
す
る
課

税
が
稀
で
あ
る
こ
と
か
ら
廃
止
を
要
望
す
る
。

　

３
．超
過
課
税
に
つ
い
て
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住
民
税
の
超
過
課
税
は
主
に
法
人
が
対
象

と
さ
れ
て
お
り
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
課
税

を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
が
多
く
、
課
税
の

公
平
性
を
欠
く
安
易
な
課
税
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
は

出
来
る
だ
け
早
く
標
準
税
率
に
戻
す
こ
と
を

要
望
す
る
。

　

４
．�森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に

つ
い
て

森
林
環
境
税
が
地
球
温
暖
化
防
止
や
森
林

整
備
等
の
森
林
吸
収
源
対
策
を
目
的
と
し
た

財
源
確
保
の
た
め
に
令
和
６
年
度
か
ら
住
民

税
に
一
律
１
０
０
０
円
が
上
乗
せ
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
森
林
環
境

税
は
同
じ
森
林
整
備
の
名
目
で
す
で
に
全
国

37
府
県
で
独
自
に
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
導
入
し
て
い
る
県
に
と
っ
て
令
和
６
年

度
以
降
国
税
と
な
る
森
林
環
境
税
も
上
乗
せ

さ
れ
、
自
治
体
が
独
自
に
導
入
し
て
い
る
森

林
環
境
税
と
の
二
重
課
税
に
な
る
と
い
う
問

題
が
指
摘
さ
れ
、
２
種
類
の
森
林
環
境
税
は
、

森
林
保
全
を
目
的
と
す
る
点
で
重
な
る
部
分

が
あ
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
「
二
重
課
税
」
と

な
り
納
税
者
か
ら
不
満
の
声
が
上
が
っ
て
い

る
。
全
国
知
事
会
は
二
重
課
税
の
誤
解
を
受

け
な
い
た
め
、
自
治
体
の
独
自
の
目
的
課
税

と
の
す
み
分
け
を
明
確
に
す
る
と
し
て
い
る

が
、
説
明
及
び
理
解
は
十
分
に
さ
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。

ま
た
、
森
林
環
境
税
を
財
源
と
し
て
自
治

体
に
配
る
森
林
環
境
譲
与
税
は
、
令
和
元
年

度
か
ら
市
区
町
村
及
び
都
道
府
県
へ
の
譲
与

が
始
ま
り
、
50
％
を
私
有
の
人
工
林
面
積
、

30
％
を
人
口
、
20
％
を
林
業
就
業
者
数
と
す

る
配
分
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
使
い
道
が
実

質
的
に
林
業
に
限
ら
れ
て
い
る
税
金
な
の
に
、

森
林
が
少
な
く
林
業
が
盛
ん
で
は
な
い
都
市

部
に
相
対
的
に
多
い
額
が
配
分
さ
れ
、
森
林

が
多
い
自
治
体
に
十
分
な
配
分
が
な
さ
れ
な

い
算
定
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
森
林
整
備
な

ど
の
財
源
を
必
要
と
す
る
山
間
地
の
自
治
体

な
ど
か
ら
基
準
を
見
直
す
声
が
上
が
り
、
令

和
６
年
度
税
制
改
正
大
綱
に
お
い
て
、
森
林

面
積
の
割
合
を
５
％
上
げ
、
人
口
の
割
合
を

５
％
下
げ
る
見
直
し
は
前
進
し
た
も
の
と
評

価
す
る
が
、
課
税
に
先
行
し
て
配
ら
れ
た
財

源
を
巡
っ
て
は
、
未
活
用
額
が
４
年
間
で

５
２
５
億
円
に
上
る
な
ど
、
制
度
へ
の
理
解

醸
成
を
進
め
る
と
と
も
に
、
効
果
的
な
運
用

へ
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
他

　

１
．�ガ
ソ
リ
ン
等
税
制
の
根
本
的
な
見
直
し

及
び
揮
発
油
へ
の
二
重
課
税
の
解
消
に

つ
い
て

揮
発
油
税
は
道
路
の
建
設
や
修
理
を
目
的

と
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
目
的
税
と
し
て

徐
々
に
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
昭
和
49
年

に
は
ガ
ソ
リ
ン
１
L
当
た
り
本
則
税
率
28
・

７
円
に
25
・
１
円
を
加
え
た
53
・
８
円
の
暫

定
税
率
が
続
い
て
い
る
。
本
来
時
限
期
間
で

あ
る
は
ず
の
暫
定
税
率
が
長
年
に
わ
た
っ
て

お
り
、
そ
も
そ
も
道
路
特
定
財
源
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
整
備
が
行
き
届
い

た
現
在
で
は
本
来
の
目
的
以
外
に
も
使
わ
れ

て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
消
費

税
が
導
入
さ
れ
て
以
降
は
こ
の
揮
発
油
税
に

消
費
税
（
５
・
４
円
）
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
同
様
に
軽
油
も
暫
定
税
率
と
な
る
軽
油

引
取
税
１
L
当
た
り
32
・
１
円
が
課
せ
ら
れ

て
い
る
。

近
年
の
原
油
価
格
高
騰
は
ロ
シ
ア
の
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
攻
後
、
さ
ら
に
歴
史
的
な
円
安
を

背
景
に
拍
車
が
か
か
り
、
ガ
ソ
リ
ン
の
高
止

ま
り
は
国
民
生
活
や
経
済
活
動
に
影
響
を
及

ぼ
し
、
政
府
は
令
和
４
年
初
め
か
ら
石
油
元

売
り
各
社
に「
ガ
ソ
リ
ン
補
助
金
」を
支
給（
激

変
緩
和
措
置
）
す
る
こ
と
で
、
ガ
ソ
リ
ン
価

格
を
維
持
す
る
政
策
を
累
次
に
わ
た
り
延
長

し
て
き
て
い
る
が
、
ク
ル
マ
の
利
用
者
か
ら

は
、「
税
金
を
原
資
に
石
油
元
売
り
各
社
に
補

助
金
を
出
す
く
ら
い
だ
っ
た
ら
、
ガ
ソ
リ
ン

に
か
か
っ
て
い
る
税
金
を
減
税
し
て
ほ
し
い
」

と
い
う
声
が
多
い
。
ま
た
原
油
価
格
の
高
騰

が
続
け
ば
、
際
限
な
く
補
助
金
（
税
金
）
の

投
入
が
続
く
悪
循
環
に
陥
る
可
能
性
が
大
き

く
、
消
費
者
に
と
っ
て
は
ガ
ソ
リ
ン
が
値
上

が
り
し
な
い
の
は
あ
り
が
た
い
が
、
結
果
的

に
別
の
形
で
消
費
者
の
税
負
担
増
は
避
け
ら

れ
な
い
。

今
後
も
原
油
が
高
止
ま
り
す
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
民
生
活
や
経
済
活

動
に
必
要
不
可
欠
な
ガ
ソ
リ
ン
等
燃
料
の
適

正
価
格
の
在
り
方
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
多
様

化
や
省
エ
ネ
、
脱
炭
素
を
ど
う
す
る
の
か
な

ど
、
今
後
を
見
据
え
た
ガ
ソ
リ
ン
等
の
税
制

の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
い
、
揮
発
油
税
及

び
軽
油
引
取
税
の
暫
定
税
率
は
即
刻
廃
止
す

る
と
と
も
に
、
揮
発
油
税
へ
の
二
重
課
税
を

直
ち
に
解
消
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

　

２
．租
税
教
育
に
つ
い
て

教
育
の
機
会
は
「
平
等
に
提
供
さ
れ
る
べ

き
」
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
小
学
校
、
中

学
校
、
高
等
学
校
全
て
で
租
税
教
育
が
実
施

さ
れ
る
こ
と
を
要
望
す
る
。
ま
た
、
国
民
に

必
要
な
生
涯
教
育
の
一
つ
と
い
う
観
点
か
ら

大
学
生
や
社
会
人
ま
で
拡
充
す
る
な
ど
国
民

全
体
で
税
に
つ
い
て
考
え
る
環
境
整
備
が
必

要
で
あ
る
。

　

３
．震
災
復
興
に
つ
い
て

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
、

令
和
３
年
度
か
ら
令
和
７
年
度
ま
で
の
５
年

間
を
「
第
２
期
復
興
・
創
生
期
間
」
と
位
置

付
け
、
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、

予
算
執
行
を
効
率
化
す
る
と
と
も
に
、
原
発

事
故
の
対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
適
切
な
支

援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
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１
．
被
相
続
人
に
対
し
て
療
養
看
護
等

の
貢
献
を
し
た
者
が
相
続
財
産
か
ら

分
配
を
受
け
る
こ
と
を
認
め
る
制
度

と
し
て
寄
与
分
の
制
度
が
あ
る
。
し

か
し
こ
の
寄
与
分
は
、
相
続
人
に
の
み
に
認
め

ら
れ
て
い
る
た
め
、相
続
人
で
な
い
者
、例
え
ば
、

相
続
人
の
配
偶
者
が
、
被
相
続
人
の
療
養
看

護
に
務
め
、
被
相
続
人
の
財
産
の
維
持
又
は
増

加
に
寄
与
し
て
も
、
遺
産
分
割
手
続
き
に
お
い

て
寄
与
分
を
主
張
し
た
り
、
何
ら
か
の
財
産
の

分
配
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
不
公
平
で

あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

	

　

こ
の
問
題
に
対
応
す
る
方
法
と
し
て
は
、
相

続
人
以
外
の
者
が
被
相
続
人
と
の
間
で
報
酬

を
受
け
る
旨
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
や
被
相

続
人
が
遺
言
で
遺
贈
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
被

相
続
人
と
養
子
縁
組
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
被
相
続
人
の
療
養
看
護

等
を
す
る
者
が
、
こ
の
よ
う
な
法
的
手
段
を
被

相
続
人
に
依
頼
す
る
こ
と
が
心
情
的
に
困
難

な
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
法
的
手

段
を
執
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
。

	

　

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
民
法
を
改
正

し
、
被
相
続
人
の
療
養
看
護
等
に
尽
く
し
た

者
の
貢
献
に
報
い
る
た
め
に
、
特
別
の
寄
与
の

制
度
を
新
設
し
た
。

２
．
し
か
し
、
被
相
続
人
の
財
産
の
維
持
又
は
増

加
に
貢
献
し
た
者
の
全
て
に
こ
の
制
度
の
適
用

を
認
め
た
り
、
ま
た
、
貢
献
の
内
容
に
つ
い
て

限
定
を
し
な
い
と
、
親
族
以
外
の
者
か
ら
の
申

し
立
て
や
寄
与
の
内
容
も
多
岐
に
わ
た
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
相
続
の
処
理
が

複
雑
化
、
長
期
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ

こ
で
⑴
特
別
寄
与
料
の
請
求
権
者
を
、
被
相

続
人
の
親
族
（
相
続
人
以
外
の
親
族
）
に
限

り
、
ま
た
⑵
寄
与
の
内
容
を
、
被
相
続
人
の

㋑
療
養
看
護
、
㋺
無
償
の
労
務
の
提
供
、
に

限
り
ま
し
た
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
被
相
続
人

の
親
族
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
の
基
準
時
は
、

被
相
続
人
の
死
亡
時
（
相
続
開
始
時
）
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
設
問
の
長
男
Ａ
の
妻
丙
が

被
相
続
人
の
死
亡
前
に
Ａ
と
離
婚
し
て
し
ま
っ

て
い
た
場
合
に
は
、
相
続
開
始
時
に
被
相
続
人

の
親
族
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
特
別
寄
与

料
の
請
求
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

３
．
ま
た
、
特
別
寄
与
料
の
請
求
権
者
は
そ
の
権

利
の
行
使
を
遺
産
分
割
の
当
事
者
の一
人
と
し

て
参
加
す
る
の
で
は
な
く
、
特
別
寄
与
料
の
請

求
は
遺
産
分
割
の
中
で
は
な
く
、
遺
産
分
割

と
は
別
に
相
続
人
に
対
し
て
請
求
す
る
と
い
う

こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
請
求
は
相
続
人

全
員
を
相
手
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

の
で
は
な
く
、
相
続
人
の
一
部
の
者
に
対
し
て

も
請
求
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
特
別
寄
与
者
で

あ
る
相
続
人
の
妻
が
相
続
人
で
あ
る
夫
に
請

求
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
各

相
続
人
に
ど
の
額
を
請
求
で
き
る
か
に
つ
い
て

各
相
続
人
に
相
続
分
（
法
定
相
続
分
、
遺
言

で
指
定
相
続
分
が
あ
る
と
き
は
指
定
相
続
分
）

率
で
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
し
た
。

４
．
特
別
寄
与
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
特

別
寄
与
者
と
相
続
人
と
の
間
の
協
議
に
よ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
協
議
が
調
わ
な
い
と

き
、
ま
た
は
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
特
別
寄
与
者
は
、
家
庭
裁
判
所
に
対
し

て
協
議
に
代
わ
る
処
分
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
一
方
、
遺
産
分
割
手
続
き
を
含
め
た
相

続
を
巡
る
紛
争
を
全
体
と
し
て
早
期
に
解
決

す
る
た
め
に
は
、
特
別
寄
与
者
が
権
利
行
使

を
す
る
か
否
か
が
早
期
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
特
別
寄
与
料
の
請
求
は

特
別
寄
与
者
が
家
庭
裁
判
所
に
対
し
て
協
議

に
代
わ
る
処
分
を
請
求
で
き
る
期
間
と
し
て
、

「
特
別
寄
与
者
が
相
続
の
開
始
及
び
相
続
人

を
知
っ
た
時
か
ら
６
ヶ
月
以
内
」
及
び
「
相
続

開
始
の
時
か
ら
１
年
以
内
」
と
い
う
制
限
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
。

	

　

以
上
が
特
別
の
寄
与
の
制
度
の
概
要
で
す

が
、
重
要
な
改
正
で
す
の
で
紹
介
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

相
続
人
以
外
の
者
の
貢
献
を
考
慮
す
る
た
め
の
方
策

古
屋
法
律
会
計
事
務
所

弁
護
士　

�

古
屋　

俊
仁

法 律 相 談

「
甲
と
乙
は
、
結
婚
後
、
協
力
し
て
甲
の
事
業
を
継
続
し
て
き
た
。
夫
甲

が
死
亡
し
た
後
、
妻
乙
は
甲
の
財
産
及
び
事
業
を
受
け
継
ぎ
事
業
を
継
続
し

て
き
た
が
、
令
和
６
年
６
月
30
日
死
亡
し
た
。
甲
と
乙
の
間
に
は
長
男
Ａ
、

次
男
Ｂ
、
長
女
Ｃ
が
い
た
。
長
男
Ａ
と
そ
の
妻
丙
は
乙
と
同
居
し
、
丙
は
乙

の
事
業
の
手
伝
い
を
す
る
と
と
も
に
長
期
間
（
お
よ
そ
５
年
間
）
乙
の
療
養
看
護
を
し
て

き
た
。
乙
の
遺
産
に
つ
い
て
丙
は
何
ら
か
の
請
求
が
で
き
る
か
。」

こ
の
問
題
は
以
前
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
相
続
人
以
外
の
者
の
貢
献

を
考
慮
す
る
制
度
と
し
て
、
平
成
31
年
（
２
０
１
９
年
）
７
月
１
日
以
後
の
相
続
か
ら
適

用
に
な
る
特
別
寄
与
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
、
と
聞
い
た
が
そ
の
概
要
を
説
明
し
て
下
さ

い
。

訂
正

第
１
６
２
号
（
令
和
６
年
４
月
号
）
に
掲
載

し
ま
し
た
「
法
律
相
談
」（
Ｐ
７
）
に
お
い
て
、

記
事
タ
イ
ト
ル
の
表
記
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

大
変
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
し
た
こ
と
を
お

詫
び
す
る
と
と
も
に
、
左
記
の
通
り
訂
正
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

（
誤
）「
共
有
物
の
分
割
に
お
け
る
全
面
的
価	

	

格
賠
償
」

　
　
　
　
　
　
　

↓

（
正
）「
不
動
産
の
相
続
登
記
の
義
務
化
」
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■
制
度
の
概
要

　

定
額
減
税
の
概
要
は
左
記
の
通
り
で
す
。

対
象
者		

令
和
６
年
分
の
所
得
税
の
納
税
者
で
、

居
住
者
か
つ
合
計
所
得
金
額
が
１
８
０
５
万
円
以

下
の
方
。
給
与
収
入
の
み
の
方
は
、
給
与
収
入
が

２
０
０
０
万
円
以
下
の
場
合
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

減
税
額		

納
税
者
本
人
に
は
４
万
円
（
所
得
税

３
万
円+

住
民
税
１
万
円
）、
同
一
生
計
配
偶
者

ま
た
は
扶
養
親
族
１
人
に
つ
き
４
万
円
の
定
額
減

税
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

実
施
方
法		

給
与
所
得
者
は
、
令
和
６
年
６
月

１
日
以
降
に
支
払
わ
れ
る
給
与
・
賞
与
か
ら
源

泉
徴
収
さ
れ
る
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

の
額
か
ら
定
額
減
税
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。（
月

次
減
税
）

■
定
額
減
税
の
注
意
点

　

定
額
減
税
に
関
す
る
よ
く
あ
る
問
い
合
わ
せ

を
次
に
ま
と
め
ま
し
た
。

・
海
外
に
扶
養
親
族
が
い
る
場
合

　

定
額
減
税
の
対
象
は
居
住
者
で
あ
る
扶
養
親

族
に
限
ら
れ
る
た
め
、
海
外
に
住
ん
で
い
る
扶
養

親
族
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

・
副
業
し
て
い
る
場
合

　

副
業
を
行
って
い
る
方
は
、
扶
養
控
除
等
申
告

書
を
提
出
し
て
い
る
主
た
る
会
社
で
定
額
減
税
の

処
理
が
行
わ
れ
ま
す
。
複
数
の
会
社
で
定
額
減

税
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
ふ
る
さ
と
納
税
へ
の
影
響

　

ふ
る
さ
と
納
税
の
限
度
額
は
定
額
減
税
を
行

う
前
の
所
得
割
額
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
、
定
額

減
税
に
よ
っ
て
ふ
る
さ
と
納
税
の
上
限
額
が
減
少

す
る
等
の
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
へ
の
影
響

　

定
額
減
税
は
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
適
用
さ
れ
た

後
の
所
得
税
に
適
用
さ
れ
る
の
で
、
定
額
減
税
に

よ
っ
て
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
額
が
減
少
す
る
等
の

影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
本
年
度
の
年
末
調
整
の
注
意
点

・
令
和
６
年
６
月
２
日
以
後
に
入
社
し
た
場
合

　

基
準
日
で
あ
る
６
月
１
日
時
点
で
は
従
業
員
で

は
な
い
た
め
、
月
次
減
税
を
受
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
扶
養
控
除
等
申
告
書
が
提

出
さ
れ
た
場
合
、
年
末
調
整
に
お
い
て
定
額
減

税
額
の
控
除
（
年
調
減
税
）
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

・
令
和
６
年
６
月
以
降
に
子
供
が
生
ま
れ
た
場
合

　

年
の
途
中
で
出
生
し
た
子
供
に
つ
い
て
、
令
和

６
年
12
月
31
日
時
点
で
扶
養
親
族
で
あ
れ
ば
、

年
末
調
整
で
扶
養
控
除
等
申
請
書
（
住
民
税
に

関
す
る
事
項
）
に
記
載
す
る
こ
と
で
年
調
減
税

額
の
計
算
に
含
ま
れ
ま
す
。

・
扶
養
親
族
が
亡
く
な
っ
た
場
合

　

令
和
6
年
1
月
1
日
時
点
で
扶
養
親
族
で

あ
っ
た
親
族
が
年
の
途
中
で
亡
く
な
っ
た
場
合
、

そ
の
親
族
が
死
亡
時
点
で
扶
養
親
族
と
判
定
さ

れ
れ
ば
、
年
調
減
税
額
の
計
算
に
含
ま
れ
ま
す
。

・
給
与
所
得
者
で
公
的
年
金
等
も
受
け
取
っ

て
い
る
場
合

　

給
与
と
公
的
年
金
等
の
両
方
を
受
給
し
て
い

る
場
合
、
公
的
年
金
等
か
ら
も
定
額
減
税
が
適

用
さ
れ
る
た
め
、
給
与
か
ら
の
定
額
減
税
と
重

複
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
確
定

申
告
が
不
要
な
場
合
を
除
き
、
確
定
申
告
に
お

い
て
最
終
的
な
年
間
の
所
得
税
額
と
定
額
減
税

額
と
を
精
算
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
ま
と
め

　

定
額
減
税
に
お
け
る
注
意
点
を
お
伝
え
し
て

き
ま
し
た
が
、
今
回
ご
説
明
で
き
た
の
は
ほ
ん

の一
部
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
無
数
の
ケ
ー
ス
が
存
在

し
、
ま
た
、
制
度
設
計
に
欠
陥
が
あ
り
、
1
人

で
8
万
円
の
減
税
を
受
け
ら
れ
て
し
ま
う
ケ
ー

ス
（
二
重
取
り
）
も
存
在
し
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
不
公
平
で
、
難
解
で
、
煩
雑
で
あ
る
定
額
減

税
で
は
な
く
、
な
ぜ
定
額
給
付
に
し
な
か
っ
た
の

か
と
い
う
声
が
皆
様
か
ら
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す

が
、
今
さ
ら
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

定
額
減
税
は
今
年
限
り
。
特
に
経
理
担
当
者

に
は
大
き
な
負
担
が
の
し
か
か
り
、
大
変
か
と
思

い
ま
す
が
、
最
新
の
情
報
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
な

が
ら
月
次
減
税
そ
し
て
年
調
減
税
を
乗
り
切
り

ま
し
ょ
う
。

定
額
減
税
の
注
意
点

　
本
年
度
の
年
末
調
整
に
向
け
て  

東
京
地
方
税
理
士
会
　
甲
府
支
部

税
理
士　

�

塩
谷　

亮
介

税 務 相 談
　

近
年
の
物
価
高
騰
対
策
と
し
て
令
和
６
年
６
月
か
ら
始
ま
っ
た
定
額
減
税
。
制
度
自
体

複
雑
で
お
客
様
か
ら
多
く
の
ご
質
問
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
特
に

給
与
所
得
者
に
焦
点
を
当
て
、
定
額
減
税
の
注
意
点
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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　夏休みに実家へ帰省する計画を立てていた入社１年目の人事担当Ａさんが、会社の旅費
規程に単身赴任者に対して帰省旅費を支給する制度があることに気が付きました。
　なお、この会社の帰省旅費の制度は、給与支給の際、単身赴任者に対し月１回分の帰宅
旅費を手当として支給する制度です。

源泉所得税 単身赴任者等の帰省旅費を会社が負担した場合、原則として、
非課税の旅費には該当せず、給与等として源泉徴収が必要です。

　当社では、単身赴任者に対して帰省旅費を支給する制度があるんですね。
　私は、夏休みに自費で実家に帰省しなければならないのに、単身赴任者は会社の費
用で帰省できるのはうらやましいです。

　実家に帰省する A さんと単身赴任者は、ちょっと条件が違う気がするけどね。
　ところで、この帰省旅費は給与所得として課税されているんだよ。

　あれ？旅費は非課税と聞いたことがありますが、違うんですか。

　非課税とされる旅費は、所得税法第９条第１項第 4 号に規定されているとおり、
①従業員等が勤務する場所を離れて職務を遂行するための旅行、②従業員等の転任に
伴う転居のための旅行、③就職又は退職した従業員等のこれに伴う転居のための旅行、
④死亡により退職した従業員等の遺族のこれに伴う転居のための旅行、この①から④
の旅行について通常必要と認められるものなんだ。
　帰省旅費は、①から④のどれにも該当しないので給与所得として課税が必要になる
んだよ。

　帰省旅費は非課税に該当せず、本来、従業員等が負担すべき費用を会社が負担して
いるため、会社から従業員等に経済的な利益を与えたとして給与所得課税が必要とい
うことですね。

例外として、外国人社員の休暇帰国（ホームリーブ）のための旅費は、一定の要件を
満たした場合には課税しなくても差し支えない、という個別通達があるんだけれど、
この通達は「本国を離れ、気候、風土、社会慣習等の異なる国において勤務する者」
を対象とする趣旨なので、この通達の適用を受ける外国人は、職務命令で日本に勤務
する外国人と考えられているんだ。
　だから、採用以前から自分の意志で日本に居住している従業員等にはこの通達の適
用はないとされている点に注意が必要だね。

　基本的に、帰省旅費は給与課税が必要ということですね。
　他に、旅費規程等で給与課税する必要がある支払はありますか。

　年額や月額で支給される渡切りの旅費については、原則として、職務を遂行するた
めに行う旅行に充てるものとして支給する金銭であっても、給与等として課税が必要
となるね。
　ただし、この渡切りの旅費についても、その支給を受けた人の職務上の旅行の実情
に照らして、明らかに非課税となる旅費に相当すると認められる金品については課税
しないこととされているよ。

ベテラン職員 B 

ベテラン職員 B 

ベテラン職員 B 

ベテラン職員 B 

人事担当Ａ人事担当Ａ

人事担当Ａ人事担当Ａ

人事担当Ａ人事担当Ａ

人事担当Ａ人事担当Ａ

【関連法令】所得税法第 9 条１項４号、所得税基本通達２８－３、昭和 50 年 1月16日直法 6-1
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山梨県からのお知らせ

インターネットで簡単・便利！

地方税の納付に『eLTAX』の活用を！

■ 全ての地方公共団体へ電子納税ができる
■ 納付日を指定してダイレクト納付ができる
■ 金融機関窓口等へのお出かけ不要
■ 納付事務の負担軽減
■ 手数料無料

①個人住民税（特別徴収分） ②法人県民税
③法人事業税 ④特別法人事業税（地方法人特別税） 
⑤法人市町村民税
⑥県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割　など

こんなメリットが！

電子納税できる地方税の種類

事前に登録した金融機関口座を指定して、
県税を直接納付（ダイレクト納付）することができます。
納付日を指定して納付することもでき、手数料はかかりません。
複数の地方団体へ一括で電子納税できるため、事務負担の軽減につながり、
特に毎月の特別徴収に係る個人住民税の納付に活用すると、とても便利です。

納付額が変わらなけ
れば先の先まで予約

できる点が便利！

実際にやってみたら
簡単だった！

訪問支援で
サポートしてもらい

導入できました！

地方税共同機構が運営する『ｅＬＴＡＸ』（エルタックス）を
利用すると、県税の納付を自宅やオフィス、税理士事務所等
のパソコンからワンストップで行うことができます。

eLTAX について更に詳しい情報は
《eLTAX ホームページ》
https://www.eltax.lta.go.jp

◆事業所訪問によるeLTAX等の利用開始の支援を行っています◆

○県では、電子納税の利用推進を強力に進めていくため、税務署、市町村、金融機
関等と連携し、職員が事業所を直接訪問してeLTAX や e-Tax（国税電子申告・
納税システム）のソフトウェア等のインストールや口座振替依頼書の作成などを支
援しています。

○この取り組みにより、これまでに多くの企業・事業所が eLTAX 等を導入し、納税
事務の効率化を達成しています。

○皆様におかれましても、是非とも積極的な活用をお願いします。

【問い合わせ先】 山梨県総務部税務課 ☎０５５–２２３–１３８６

導
入

した皆様の声
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○
決
算
法
人
説
明
会
・
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

　

８
月
29
日　

リ
ッ
チ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
総
合
市
民
会
館

　

10
月
３
日　

リ
ッ
チ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
総
合
市
民
会
館

　
　
【
内
容
】法
人
税
に
つ
い
て
の
注
意
点

　
　
　
　
　

消
費
税
に
つ
い
て
の
注
意
点

　
　
　
　
　

源
泉
所
得
税
に
つ
い
て
の
注
意
点

　
　
　
　
　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要
等

○
新
設
法
人
説
明
会

　

９
月
13
日　

甲
府
法
人
会
館

　
　
【
内
容
】設
立
に
と
も
な
う
手
続
き
と
税
金
の
申
告・納
税
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

日
常
の
取
引
に
係
る
法
人
税
法
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

源
泉
徴
収
事
務
に
つ
い
て

発
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公
益
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団
法
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人
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目
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番
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式
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社
サ
ン
ニ
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印
刷

発
行
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令
和
６
年
８
月
21
日

新 入 会 員 紹 介 （令和 6 年 4 月～ 7 月）（順不同・敬称略）

研修会等の予定

 やまなし未来インベストメント株式会社
代 表 者 関　光良
業　　種 投資助言業
住　　所 甲府市丸の内 1-20-8
 TEL055-267-6720

 有限会社 Cream Land Agent
代 表 者 河西　真
業　　種 不動産業
住　　所 甲府市国母 4-22-6 レジデンスカサイ 102
 TEL055-221-0320  FAX055-221-0051

 有限会社銀河の駅にらさき
代 表 者 武井　寿美
業　　種 道の駅内の小売業
住　　所 韮崎市中田町中条 1795
 TEL・FAX0551-25-5021

 合同会社韮崎鉄筋工業
代 表 者 福岡　南二
業　　種 鉄筋加工・ネジ切り加工他
住　　所 韮崎市大草町下條西割 1412 龍王産業韮崎工場　内 
 TEL080-2575-1861　FAX0551-45-6870

 サーキュレート
代 表 者 菊地　樹
業　　種 広告代理店
住　　所 東京都八王子市明神町 2-5-5 パールハイツ 102
 TEL080-2646-6062

 リッチストーン株式会社    
代 表 者 アヌプ・クマール・アルン・アガルワル  
業　　種 宝石、貴金属、輸出入、卸   
住　　所 東京都台東区上野 5-8-13   
 TEL03-4334-7658　FAX03-5812-3372 

 松島建設株式会社   
代 表 者 三井　和利  
業　　種 建設業  
住　　所 甲斐市中下条 1744  
 TEL055-277-2127　FAX055-277-2157

 有限会社坂本屋
代 表 者 芦澤　一位
業　　種 建設業
住　　所 甲府市古関町 1063
 TEL0555-88-2215　FAX0555-88-2066

 有限会社藤原建設
代 表 者 藤原　忠司
業　　種 建設業
住　　所 甲斐市中下条 2015
 TEL055-277-2276　FAX055-277-8200

 グリーンヒル・サポート
代 表 者 横山　茂生
業　　種 不動産業
住　　所 甲府市緑が丘 2-11-5
 TEL・FAX055-215-6172
U R L  https://www.greenhill-support.jp/  山和工業株式会社    

代 表 者 丸山　優   
業　　種 建設業   
住　　所 甲府市池田 3-5-32   
 TEL055-242-8822　FAX055-242-8833 
U R L 　www.woodtec30.jp    

 公益財団法人山梨総合研究所
代 表 者 今井　久
業　　種 地方（地域）調査研究機関
住　　所 甲府市丸の内 1-8-11
 TEL055-221-1020　FAX055-221-1050
U R L 　https://www.yafo.or.jp　

 富士フイルム BI 山梨株式会社
代 表 者 本間　省三
業　　種 情報システム
住　　所 甲府市国母 1-3-7
 TEL055-225-5933　FAX055-225-5944
U R L 　https://www.fujifilm-fbyamanashi.com

 エース・インターナショナル株式会社
代 表 者 秋山　元
業　　種 生保代理店
住　　所 甲府市徳行 3-8-28
 TEL090-8818-5833

 株式会社石田興業
代 表 者 石田　照雄
業　　種 建築土木
住　　所 甲府市美咲 2-16-20
 TEL055-215-0133　FAX055-215-0533

 未来建築研究所株式会社
代 表 者 向山　敦
業　　種 鋼材販売・建築設計
住　　所 韮崎市大草町下條西割 1411-1 龍王産業㈱　内
 TEL0551-45-6840  FAX0551-45-6870

 合同会社あしやす
代 表 者 伊東　隆雅
業　　種 飲食業・宿泊業・公衆浴場
住　　所 南アルプス市芦安芦倉 1578
 TEL055-288-2650  FAX055-288-2546
U R L  https://kanayamasawa.ashiyasustation.com

 一般社団法人 FCyFINE PLUS
代 表 者 髙野　孫左ヱ門
業　　種 産学官連携団体
住　　所 甲府市宮前町 6-43
 TEL055-254-7005




